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　欄

は

じ

め

に

(

馬
祖

の
伝
記
に
つ
い
て
の
資
料
と
し
て
は
、
権
徳
輿

(七
五
九
ー
八

一
八
)
が
貞
元
七
年

(
七
九

一
)

に
撰
し
た

『
洪
州
開
元
寺
石
門

道

一
禅
師
塔
碑
銘
井
序
』

(『唐
文
粋
』
六
十
四
、
『権
載
之
文
集
』
二
十
八
、

『
全
唐
文
』
五
〇

一
)
と
、

『宋
高
僧
伝
』
巻
十
の
馬
祖
伝

が
基
本
資
料
で
あ
る
。
そ
の
他
、
『祖
堂
集
』
巻
十
四
、
『景
徳
伝
燈
録
』
巻
六
、
宗
密

(
七
八
〇
-
八
四

一
)

の

「円
覚
経
大
疏
妙
』
第

三
之
下
、
『斐
休
拾
遺
問
』
(
『禅
学
研
究
』
第
六
〇
号
所
収
、
『
中
華
伝
心
地
禅
門
師
資
承
襲
図
』)
が
そ
れ
を
補
う
も
の
と
な
る
。
ま
た
、

碑
銘

・
燈
史

・
僧
伝

・
地
誌
類
に
散
見
す
る
馬
祖
に
関
す
る
記
述
も
参
考
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

伝
記

に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、

宇
井
伯
寿

『禅
宗
史
研
究
』
第
七

「
馬
祖
道

一
と
石
頭
希
遷
」
(岩
波
書
店
、
昭
和
14
年
)

柳

田
聖
山

『初
期
禅
宗
史
書

の
研
究
』
第
四
章
第
十
節

「浄
衆
派
の
発
展
-
洪
州
馬
祖
と
浄
衆
神
会
1
」

(禅
文
化
研
究
所
、
昭
和
42

年
)石

川
力
山

「
馬
祖
教
国
の
展
開
と
そ
の
支
持
者
達
」
(駒
大

『
仏
教
学
部
論
集
』
2
号
、
昭
和
46
年
)
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同

「
馬
祖
禅
形
成
の
一
側
面
」
(『宗
学
研
究
』
13
号
、
昭
和
46
年
)

鈴
木
哲
雄

「
江
西
に
お
け
る
馬
祖
と
そ
の
門
下
」
(『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
十
八
巻

一
号
)

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
氏
の
研
究
に
よ

っ
て
、
ほ
ぼ
研
究
し
尽
さ
れ
て
い
る
が
、
伝
記
全
般
に
わ
た

っ
て
の
研
究

は
、
昭
和
14
年

の
宇

井
博
士
以
来
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
諸
氏
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
馬
祖
の
伝
記
全
般
に
わ
た

っ
て
考
察
を
加

え

つ
つ
論
述
す
る
。

　二

生

没

年

(

伝
記

に
入
る
ま
え
に
、
生
没
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
年
代
を
確
定
し
て
お
き
た
い
。

異
説

の
元
凶
は

『全
唐
文
』
の
碑
銘
で
あ
る
。
他
の
全
て
の
資
料
、
『権
載
之
文
集
』
『唐
文
粋
』

の
碑
銘
で
さ
え
貞
元
四
年
二
月
の
示

寂

と
な

っ
て
い
る
の
に
、
『
全
唐
文
』
だ
け
が
貞
元
二
年
四
月
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

(鈴
木
氏
は
前
掲
論
文

で
、
『唐
文
粋
』
も

『全

唐
文
』

の
通
り
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
が
、
筆
者
の
見
た

『
四
部
叢
刊
』
所
収
本

は
貞
元
四
年
二
月

の
寂
で
あ
る
。
今
、
鈴
木
氏
の
見
ら
れ

た
と
い
う

『唐
文
粋
』
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
置
く
)
。
な
ぜ

『全
唐
文
』
だ
け
が
貞
元
二
年
四
月
な
の
で
あ
ろ
う

か
。

碑
銘
に
お
い
て
寂
年
の
他
に
も
う

一
箇
所
、
年
代

に
違

い
が
あ
る
。
『唐
文
粋
』
に
、

貞
元
元
年
、
成
就
の
李
公
、
侍
極
司
憲
を
以
て
、
臨
ん
で
是

の
邦
に
長
た
る
や
、
護
法
の
誠
を
勤
め
、
最
後
の
説

を
承
く
。

と
あ
る
が
、
『
全
唐
文
』
『権
載
之
文
集
』
は
貞
元
二
年

の
こ
と
と
す
る
。
『全
唐
文
』
の
編
者
は
、

貞
元
二
年
を
そ

の
ま
ま

李
公
が
最
後

の
説
を
承
け
た
時
と
読
み
誤
ま
り
、
貞
元
四
年
二
月
を
貞
元
二
年
四
月
に
改
め
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
貞
元
四
年
二
月
の

示
寂
が
正
し
い
と
す
る
考
証

は
、

既
に
鈴
木
氏
前
掲
論
文
で
詳
し
く
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、

重
複
を
避
け
て
考
証

は
し
な
い
が
、

七
〇

九
ー
七
八
八
年
の

一
生
と
確
定
す
る
。
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　三

出

(

身

大
師
、
誰
は
道

一
、
代
々
徳
陽

(四
川
省
徳
陽
県
)

に
住
ま
い
し
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
勝
れ
た
姿
を
そ
な
え
て
い
た
。
幼
い
こ
ろ
か
ら

つ
ま
ら
ぬ
遊
び
を
せ
ず
、
高
く
ぬ
き
ん
で
い
た
さ
ま
は
山
が
立

っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
落
着
い
た
さ
ま
は
河
が
ま
る
で
流
れ
て
い
な
い

か
の
よ
う
に
ゆ

っ
た
り
と
し
て
い
た
。
舌
は
広
く
長
く
て
鼻
を
覆
い
隠
す
ほ
ど
で
、
足

(
の
裏
)

に
は
字
の
模
様
が
あ

っ
た
。
天
よ
り
全

徳
の
法
器
を
授
か
っ
た
の
で
あ
る
。
嘗

て
思

っ
た
、
「
九
流
六
学
は
経
慮
す
る
に
足
ら
ず
、

世
を
理
め
る
だ
け
の
も
の
で
、
出
世

の
資
け

と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
仏
門
の
正
覚
だ
け
が
す
ぐ
れ
た
者

の
心
を
宅
す
る
所
と
な
る
の
だ
」
と
。
こ
れ
は
碑
銘
が
い
う
所

の
馬
祖

で
あ

る
。
『
祖
堂
集
』
は
漢
州
什
郁
県

の
人
と
す
る
が
、

徳
陽
も
漢
州
に
属
し
什
郁
県
と
は
ご
く
近
い
。

同
じ
場
所
を
指
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
『祖
堂
集
』
が
徳
陽
と
言
わ
ず
に
什
郁
と
言

っ
た
の
に
は
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る

(⑳
を
参
照

の
こ
と
)。

南
宋
期
の
資
料
で
あ
る

『五
家
正
宗
賛
』
に
よ
れ
ば
、
馬
祖
が
南
岳

の
法
を
得
て
後
、
蜀
に
帰

っ
た
と
き
、
渓
辺
の
婆
子
が

「将

に
謂

え
り
、
何
の
奇
特
か
有
る
と
。
元
よ
り
是
れ
馬
簸
箕
家
の
小
子
な
り
」
と
言

っ
た
と
い
う
。
簸
箕
と
は
穀
物
を
ほ
う
り
あ
げ
て
糠
や
塵
を

除
く
農
具
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
馬
祖
は
農
具
作
り
の
農
家

の
出
身

の
よ
う
で
あ
る
が
、
碑
銘
に
依
れ
ば
中
国
の
伝
統
的
な
学
問
を
学

ん
だ
こ
と
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
単
な
る
農
家
の
出
身
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
こ
の
話
は
古
い
資
料
に
は
な
く
、
そ
の
ま
ま

史
実

に
結
び

つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
日
常
底
に
禅
を
見
い
出
し
た
こ
の
人
の
禅
風
や
、
京
都
天
寧
寺
蔵

の

「鹿
居
士
参
馬

祖
図
」
に
見
ら
れ
る
ゆ

っ
た
り
と
し
て
気
さ
く
に
鷹
居
士
と
対
話
し
て
い
る
馬
祖

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
さ
に
農
家
の
出

で
あ
る
と
す
る
宋

代

の
寓
話
に
真
実
味
を
与
え
て
い
る
。

　四

落

髪

・
受

具

(

い
つ
落
髪
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
こ
れ
に
三
説
あ
る
。
④

『祖
堂
集
』
の
説
で
、
羅
漢
寺
で
出
家
し
た
と
す
る
も

の
、
◎

『
宋
高
僧
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伝
』
『景
徳
伝
燈
録
』

の
説
で
、

資
州
唐
和
尚
に
依

っ
て
落
髪
し
た
と
す
る
も
の
、

⑳
宗
密
が
言
う
説
で
、
金
和
尚

の
弟
子
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

④

に
つ
い
て
は

『宝
林
伝
』
『祖
堂
集
』

の
識
偶
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
『宝
林
伝
』
巻
七
は
今
日
欠
損
し
て

い
て
見
ら
れ
な
い
が
、

　

　

そ

こ
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
般
若
多
羅
の
識
偶
の

一
つ
に
、

震
旦
錐
闊
無
別
路

要
仮
姪
孫
脚
下
行

金
難
解
街

一
穎
米

供
養
十
方
羅
漢
僧

が
あ
る
。
三
句
目

・
四
句
目
は
懐
譲
と
馬
祖

の
出
世
を
識
し
た
も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。

『
祖
堂
集
』
は
こ
れ
に

註

を
付
す
の
で
あ
る
が
、
三
句
目
の
註
は
、

金
難
者
金
州
也
、
譲
師
是
金
州
人
也
。

一
穎
米
者
意
取
道

一
、
江
西
馬
祖
名
道

一
。

で
あ
り
、
四
句
目

の
註
は
、

譲
和
尚
付
法
与
道

一
、
故
言
供
養
。
十
方
者
馬
和
尚
是
漢
州
十
方
県
羅
漢
寺
出
家
也
。

で
あ
る
。
懐
譲

に
つ
い
て
は
出
身
地
だ
け
で
譲
師
に
当
て
る
の
で
あ
る
か
ら
、
馬
祖
の
場
合
も
十
方
県
が
故
郷
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
れ

ば

こ
と
足
る
わ
け
で
、
羅
漢
寺

の
出
家
で
あ
る
と
ま
で
言
う
必
要
は
な
い
。
恐
ら
く
十
方
県
に
羅
漢
寺
が
あ
る
こ
と

か
ら
、

『
祖
堂
集
』

の
馬
祖
伝
に

「羅
漢
寺
に
於
て
出
家
す
」
と
記
し
て
、
識
偶
を
よ
り
確
か
に
馬
祖
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
碑
銘
が
徳

陽
と
言

っ
て
、
什
郁
と
言

っ
て
い
な
い
こ
と
こ
そ
、
『
宝
林
伝
』
以
前
に
成

っ
た
碑
銘

の
確
か
さ
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
。

◎
は
現
在
の
定
説
で
、
資
州
唐
和
尚
と
は
処
寂

の
こ
と
で
あ
る
。
『
歴
代
法
宝
記
』、
呂
温

(七
七
二
ー
八

一
一
)

の
撰
す
る

『南
岳
弥

陀
寺
承
遠
和
尚
碑
』
(『
文
苑
英
華
』
八
六
六
、
『呂
和
叔
文
集
L
巻
六
、
『全
唐
文
』
六
三
〇
)
に
よ
れ
ば
姓
は
唐
で
、
資
州
智
読

に
学
ん

だ
人
と
す
る
。

一
方
、
『宋
高
僧
伝
』
巻
二
十
の
処
寂
伝
は
俗
姓
を
周
と
し
、
宝
修
禅
師

に
師
事
し
た
と
す
る
。
同
巻
十

の
惟
寛
伝

に
附
さ

れ
る
宝
修
伝

に
は
、
「
俗
姓
は
周
、
資
州

の
人
な
り
。

師

に
純
徳
寺

に
従

っ
て
、

志
、
玄
理
を
求
む
。
斬
州

の
忍
大

師
の
法
喬

に
於
て
重
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疑
を
決
了
す
云
々
L
と
述
べ
て
お
り
、
処
寂
と
宝
修
の
関
係
が
混
乱
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
塚
本
善
隆

「南
岳
承
遠
伝
と
そ
の
浄
土

教
」

(『東
方
学
報
』
京
都
二
冊
、
昭
和
六
年
)
で
、
「
開
元
二
十
二
年

(七
三
四
)
八
十
七
歳
を
以
て

入
寂
し
た
処
寂

が
、

順
宗

(
八
〇

五
)

に
よ
り
帝
都
に
迎

へ
ら
れ
輩
下
に
留
ま
る
こ
と
三
年
に
し
て
寂
し
た
宝
修
禅
師
に
師
事
す
べ
き
筈
が
な
い
。
両
者

の
師
弟
関
係
は
逆

で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
…
…
恐
ら
く
宋
高
僧
伝
の
処
寂
俗
姓
周
氏
云
々
は
宝
修
の
伝
と
の
錯
綜
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
」

と
さ
れ
、

柳
田

氏
も

「今
日
の
と
こ
ろ
、
『宋
高
僧
伝
』

の
説
が
、
『歴
代
法
宝
記
』
及
び
呂
温
の
主
張
を
覆
が
え
す
程
の
根
拠
あ
り
と
は
思
わ
れ
ぬ
が
、

智
読
-
処
寂

の
師
資
関
係
、
及
び
入
内
説
に
は
、
か
な
り
疑
問
を
残
す
ど
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
(『初
期
禅
宗
史
書

の
研
究
』
二
八
二
頁
)

と
さ
れ
る
コ
ま
た
生
没
年
に
も
異
説
が
あ
る
。
『宋
高
僧
伝
』
は
開
元
二
十
二
年

の
示
寂
で
享
年
八
十
七
、

即
ち
六
四
八
ー
七
三
四
年
。

『歴
代
法
宝
記
』
の

『大
正
新
修
大
蔵
経
』
五
十

一
巻
の
底
本

(S
五

一
六
)
で
は
、

開
元
二
十
年

の
示
寂
で
寿
は
六
十
八
、

即
ち
六
六

五
ー

七
三
二
年
。
同
甲
本

(
P
二

一
二
五
)
で
は
、
開
元
二
十
四
年
の
示
寂
と
あ
り
、
六
六
九
-
七
三
六
年
の

一
生
と
な
る
。
こ
れ
に
対

し
て
宇
井
博
士
は

「
処
寂

に
師
事
し
た
南
岳
弥
陀
和
尚
承
遠

(
七

一
ニ
ー
八
〇
二
)
は
七
三
五
年
に
玉
泉
寺
真
公
に
謁
し
、
南
岳
に
行
く

ω

こ
と
を
勧
め
ら
れ
て
居
る
か
ら
、
承
遠
は
処
寂
が
示
寂
し
た
為
に
、
玉
泉
寺

へ
行

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、

『宋
高

僧
伝
』
の
六
四
八
ー
七
三
四
年
説
を
取

っ
て
お
ら
れ
る
。

普
通
こ
の
説
に
順
う
場
合
が
多

い
が
、
『
歴
代
法
宝
記
』
の
説
が

否
定
さ
れ
た

わ
け

で
は
な
く
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
確
実
な
決
め
手
を
欠
い
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

㈲

さ

て
◎

の
説
で
あ
る
。
金
和
尚
と
は
新
羅
僧
無
相
の
こ
と
で
、
開
元
十
六
年

(七
二
八
)
に
中
国

の
京
に
到

っ
た
。
後
に
蜀
の
資
中

に

入
り
処
寂
の
左
右
に
い
る
こ
と
二
年
、
天
谷
山

(四
川
省
灌
県
)
石
巌
下
に
居
し
、
後
ち
章
仇
大
夫
が
請
じ
て
禅
法
を
開
か
せ
、
浄
衆
寺

㈲

に
居

て
衆
生
を
化
道
す
る
こ
と
二
十
余
年
に
お
よ
ん
だ
人
で
あ
る
。
章
仇
大
夫
は
開
元
二
十
七
年

(
七
三
九
)

に
益
州

司
馬
、
防
禦
副
使

と
な
り
、
天
宝
五
年

(七
四
六
)
に
戸
部
尚
書
と
な
る
ま
で
八
年
間
在
蜀
し
た
人
で
あ
る
か
ら
、
無
相

の
浄
衆
寺
入
り
も
こ
の
頃
と
な
る
。

馬
祖

の
受
具
は
定
説

の
僧
強
六
十
よ
り
逆
算
す
る
と
開
元
十
六
年

(七
二
八
)
と
な
る
。
従

っ
て
落
髪

は
そ
れ
以
前
と
な
り
、
無
相
の
資

中
入
り
は
開
元
十
六
年
以
後
で
あ
る
か
ら
こ
の
場
合
、
無
相
が
落
髪
の
師
と
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た

「僧
騰
五
十
」
説
(『宋
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高
僧
伝
』)

で
も
無
相
を
董

の
師
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
・

柳
田
氏
は
宗
密

の
故
意

に
よ
る
も

%
と
さ
れ
る
・

同
氏

の

薪

続
灯

史

の
系
譜

叙

の
一
L
(『禅
学
研
研
』
第
59
号
、

昭
和
53
年
)
で
は
、
「宗
密

の
著
作

の
背
後

に
、

無
住
と
馬
祖
と

い
う
、
同
郷

の
先
輩

に
対
す
る
、
生
々
し
い
遺
和
感
が
溢
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
と
、
か
れ
の
著
作
も
ま
た
こ
れ
ま
で
と
ち
が

っ
た
新
鮮

な
生
気
を
み
せ
は
じ

め
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
故
意
に
宗
密
が
馬
祖
を
無
相
の
弟
子
と
し
、
無
住
と
同
門
と
す
る
理
由
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て

宗
密

の
言
う
弟
子
の
意
を
落
髪
の
師
の
そ
れ
と
し
て
言

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
馬
祖
が
教
え
を
受
け
た
師
と
し
て
の
そ
れ
で
あ

っ
た
と
見

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

馬
祖
は
無
相
の
教
え
を
聞
く
機
会
を

十
分
に
持

っ
て
い
た
。

し
か
も
馬
祖
の
教
学
的
背
景
と
し
て

『歴
代
法
宝

記
』

に
代
表
さ
れ
る
剣
南

の
禅
を
受
け
る
チ
ベ

ッ
ト
の
頓
門
派
の
そ
れ
と
共
通
で
あ
徽
と
い
う
こ
と
は
、
無
相

の
教
え
を
受
け
た
こ
と

の

あ

か
し

証

明
と
な
る
。

一
方
、

処
寂

の
教
え
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
『歴
代
法
宝
記
』
に
し
ろ

『円

覚
経
大
疏
紗
』
巻
三
之
下
に
し
ろ
、
そ
の
言
う
と
こ
ろ
は
無
相
、
無
住
の
教
え
で
あ

っ
て
処
寂

の
肉
声
を
伝
え
な
い
。

「我
が
比

の
三
句

ゆ

え

語

は
、
是
れ
達
摩
祖
師
本
伝
の
教
法
に
し
て
、
是
れ
読
和
上
、
唐
和
上
の
説
く
所
な
り
と
言
わ
ず
。
…
金
和
尚
は
、
所
以
に
読

・
唐
二
和

つ

ね

上

の
説
く
処
を
引
か
ず
、
毎
常
に
座
下
に
教
戒
し
て
直

に
言
う
云
々
」
と
は

『
歴
代
法
宝
記
』

の
言
う
所
で
あ
る
。

無
相
の
教
え
に
は
多

分

に
彼
自
身
の
独
創
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
馬
祖

に
於
て
処
寂
の
占
め
る
比
重
は
小
さ
な
も
の

と

な
り
、
無
相
の
比
重
が
大
き
く
な
る
。
宗
密
が
処
寂
下

に
馬
祖
を
入
れ
ず
無
相

の
弟
子
と
す
る
の
は
多
分
に
思
想
的
背
景
の
類
似
性
に

よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
馬
祖
は
資
州
処
寂
の
下
で
落
髪
し
、
そ
こ
で
修
行
し
て
い
る
と
き
、
新
羅
よ
り
金
和
尚
が
門
下
に
加

わ

る
。
そ
の
時
、
馬
祖
は
二
〇
歳
を
少
し
過
ぎ
た
ば
か
り
の
青
年
で
、
無
相
は
五
〇
歳
に
近
く
、
そ
れ
な
り
の
見
識
を
持

っ
て
い
た
。
こ

の
異
国
か
ら
来
た
僧
の
言
動
に
接
し
て
強

い
感
銘
を
受
け
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
馬
祖

の
思
想

の
方
向
を
決
定
づ
け
た
と
思
わ
れ
る
。
馬
祖

よ
り
三
歳
年
下
で
同
じ
漢
州

の
出
身
で
あ
る
承
遠
が
、
同
じ
く
処
寂
に
学
び
、
無
相
と
出
会
い
な
が
ら
、
彼
の
道
を
念
仏
に
見
い
出
す
の

と
対
称
的
で
あ
る
。
処
寂

の
教
え
の
具
体
相
は
何
も
分
か
ら
な
い
が
、
そ

の
教
え

の
一
つ
に
念
仏
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
定
す
る



に
難
く
な
い
。
馬
祖
が
が
晩
年
に
病
気
に
な
り
、
「尊
候
如
何
」
と
問
わ
れ
て
、

な
り
と
口
か
ら
出
て
来
る
の
は
、
そ
ん
な
青
年
期
の
影
響
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
日
面
仏
、
月
面
仏
」
と

『仏
名
経
』

の
仏
の
名
が
す
ん

ユユ7馬 祖 の伝記

さ

て
具
戒
で
あ
る
が
、
進
具
の
地
及
び
そ
の
年
代
に
つ
い
て
も
異
説
が
あ
る
。
進
具
の
地
に
つ
い
て
碑
銘
は

「
巴
西
に
進
具
す
」
と
言

い
、

『宋
高
僧
伝
』

『
景
徳
伝
灯
録
』

は

「喩
州
円
律
師
に
受
具
す
」

と
言
う
。
『新
唐
書
』
四
十
二
に

「綿
州
巴
西
郡
、

上
。

本
金
山

郡
、

天
宝
元
年
更
名
。

…
県
八
。

巴
西
云
々
」
「
楡
州
南
平
郡
、
下
。

本
巴
郡
、

天
宝
元
年
更
名
。

…
県
五
。
巴
云
々
」
と
あ
り
、

巴
西

は
今

の
四
川
省
縣
陽
県

に
当
り
、
喩
州
は
四
川
省
巴
県
に
当
る
。
馬
祖
の
時
代
に
は
、
綿
州
に
巴
西
、
楡
州

に
巴
と
い
う
県
が
あ

っ
た
の

鋤

で
あ
る
。
宇
井
氏
は
喩
州
と
巴
西
と
同
じ
地
と
し
て
お
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
こ
の
説
に
従

っ
て
受
具
の
地
を
喩
州
と
し
て
何

の
疑
問
も
持
た

れ
る

こ
と
が
な
か

っ
た
。
し
か
し
宇
井
氏
の
説
は
何
の
根
拠
も
な
い
も
の
で
、
喩
州
と
巴
西
は
全
く
別
の
地
で
あ
る
。

受

具
の
年
代

の
決
め
手
と
な
る
僧
騰
に
つ
い
て
、

碑
銘
及
び

『広
灯
録
』
は

「春
秋
八
十
、

夏
騰
六
十
」
と
し
、
『宋
高
僧
伝
』
及
び

『
六
学
僧
伝
』
は

「
寿
八
十
、

僧
騰
五
十
」
と
す
る
。

宇
井
氏
は
、
ω
騰
五
十
と
す
れ
ば
七
三
七
年

の
受
具
で

「此

の
時
は
既
に
南
岳
に

在

っ
て
懐
譲
に
見
え
た
後
で
あ
る
か
ら
、

受
具
の
後
に
懐
譲
に
遇
う
た
と
記
し
て
居
る
の
と
矛
盾
す
る
」、

㈹

「受
具
は
満
二
十
歳
が
当

然
で
あ
る
か
ら
、
七
三
七
年
二
十
九
歳
の
受
具
は
通
常
で
な
い
」
と
し
て
夏
騰
六
十
が
正
し
い
と
さ
れ
る
。
ω

の
説
は

『景
徳
伝
灯
録
』

巻
五

の
南
岳
章
に

「侍
奉
十
秋
」
と
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
古
い
資
料
に
は
な
く
、
懐
譲
と
馬
祖
の
師
弟
関
係
を
強
調
し
よ
う

と
す

る
後
世
の
要
請
か
ら
言
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
㈲
に
つ
い
て
も
二
十
歳
で
受
具
で
き
る
資
格
が
生
ず
る
の
で
あ

っ
て
、
二
十
に
な

っ

た
か
ら
と
い
っ
て
全
て
の
僧
が
受
具
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
十
を
か
な
り
過
ぎ
て
か
ら
受
具
す
る
例
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
従

っ
て
ω

㈱

㈹
の
理
由
で
僧
騰
六
十
が
正
し
い
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
徳
幽
ハの
碑
銘
は
馬
祖
の
寂
後
三
年
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

臓
六
十
説
は
最
も
有
力
で
は
あ
ろ
う
。
『宋
高
僧
伝
』

の
馬
祖
伝
は
徳
幽
ハの
碑
の
他
に
丹
陽
公
包
倍
の
碑
を
も

参
照
し
て
書
か
れ
て
い
る

⑯

よ
う

で
、
包
信
は
馬
祖
と
同
世
代
の
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
人
の
碑
は
徳
輿
の
碑
と
同
程
度
の
信
頼
性
を
有
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の

『宋
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高
僧
伝
』
が
徳
輿
の
説
を
取
ら
ず
、
敢
て

「僧
騰
五
十
」
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
説
も
捨
て
が
た
い
。

以
上

の
よ
う
に
僧
騰
も
進
具
の
地
に
つ
い
て
も
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
断
定
で
き
な
い
。
進
具
の
地
に
つ
い
て
の
違
い
は
と
も
か
く
と

し
て
、
僧
騰
の
十
年
の
違
い
は
、
伝
記
や
思
想
形
成
を
考
え
る
上
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
な
る
。

臓
を
六
十
と
見
る
か
、
五
十
を
是
と
す
る
か
は
、
馬
祖
そ
の
人
を
ど
う
見
る
か
に
か
か

っ
て
こ
よ
う
。
馬
祖
は
示
衆
で

「
汝
等
諸
人
、

各

々
自
心
に
達
せ
よ
。
吾
が
語
を
記
す
る
こ
と
莫
か
れ
」
と
言
い
、
弟
子
が
自
分

の
教
え
を
う

の
み
に
し
て
金
科
玉
条
と
す
る
こ
と
を
嫌

っ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
人
が
罪
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
を
自
分

の
中
で
消
化
し
き
れ
な
い
ま
ま
に
、
二
十

に
な
っ
た
か
ら
と
い

っ
て
受
具
す
る
と
は
思
え
な
い
。
画
期
的
で
革
新
的
な
禅
思
想
を
形
成
し
た
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
三
十

の
受
具
で
あ

っ
た
方
が
ふ
さ
わ

し

い
よ
う
に
思
う
。

(五)

長

松

山

馬

こ
こ
に
三
つ
の
資
料
が
あ
る
。
二
つ
は
宗
密
の

『
円
覚
経
大
疏
妙
』
巻
三
之
下
に
見
え
る
も
の
で
あ
り
、

一
つ
は

『景
徳
伝
灯
録
』
巻

四

の
標
目
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

㈹
因
有
劔
南
沙
門
道

一
、
俗
姓
馬
、
是
金
和
上
弟
子
、
高
節
志
道
、
随
処
坐
禅
、
久
住
荊
南
明
月
山
、
後
四
巡
礼
聖
跡
、
至
譲
和
上
処
、

論
量
宗
運
、
徴
難
至
理
、
理
不
及
譲
、
又
知
伝
衣
付
法
曹
渓
為
嫡
、
便
依
之
修
行
。
住
乾
州
洪
州
処
州
、
或
山
或
廓
、
広
開
供
養
、

接
引
道
流
、
大
弘
此
教
。
(続
蔵

一
、
十
四
-
二
七
九

a
)

⑧
金
弟
子
、
当
寺
召

・
長
松
山
馬

・
逐
州
季

・
通
泉
県
季
、
皆
嗣
之
。
(続
蔵

一
、
十
四
ー
二
七
八

c
)

◎
前
資
州
処
寂
禅
師
復
出
四
人
。
益
州
無
相
禅
師
、
益
州
長
松
山
馬
禅
師
、
超
禅
師
、
梓
州
暁
了
禅
師
。
(T
五
十

一
ー
二
二
六
c
)

　
　

宗
密
は
長
松
山
馬
と
馬
祖
を
金
和
尚
の
弟
子
と
し
、
『伝
灯
録
』
は
長
松
山
馬
を
処
寂
下
と
し
、

巻
六
の
馬
祖
章
で
も

「幼
歳
依
資
州
唐

和
尚
落
髪
」
と
す
る
。
こ
の
長
松
山
馬
が
馬
祖
に
他
な
ら
な
い
と
は
、
『初
期
禅
宗
史
書

の
研
究
』
(
二
八
三
頁
、
三

三
八
頁
)
の
言
う
と
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こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
理
由
を
考
え
れ
ぽ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ω
同
じ
師
の
も
と
に
あ

っ
て
、
共
に
馬
と
い
う
姓
で
あ
る
こ
と
よ
り
の
類
推
。

㈹
宗
密
は
処
寂
下
に
四
人
の
弟
子
が
あ

っ
た
と
し
な
が
ら
も
明
記
せ
ず
、

『伝
灯
録
』
で
処
寂
下
と
し
て
挙
げ
る
四
人
の
弟
子
の
一
人

で
あ
る
長
松
山
馬
を
無
相
下
に
入
れ
、
馬
祖
に
つ
い
て
も
金
和
尚
の
弟
子
と
す
る
。
即
ち
宗
密
は
長
松
山
馬
と
馬
祖
を
同

一
人
物
で

あ
る
と
見
て
い
た
ら
し
い
こ
と
。

㈹
『
四
川
通
志
』
巻
三
十
八

「寺
観

一
」
成
都
府
簡
州
の
条
に
、
「
長
松
寺
在
州
西
北
長
松
山
上
。

一
名
衛
慶
寺
。
本
蚕
叢
廟
肚
。
開
元

中
為
馬
祖
禅
師
所
建
。
宋
名
嘉
福
、
今
名
霊
峰
」
と
あ
り
、
地
志
で
は
、
長
松
山
馬
を
馬
祖
と
し
た
こ
と
。

し
か
し
、
長
松
山
馬
が
馬
祖
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
同

一
人
物
で
あ
る
と
し

た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
が
起

っ
て
く
る
。

ω
長
松
山
馬
と
し
て
名
を
と
ど
め
て
い
る
か
ら
に
は
、
道

一
は
長
松
山
で
開
法
し
て
名
を
成
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し

か
も
後
に
洪
州
馬

と
し
て
名
を
成
し
、
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
彼
を
、
長
松
山
馬
と
し
て
名
を
と
ど
め
る
か
ら
に
は
、
よ
ほ
ど
こ
の
地

と
縁
が
深
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
而
る
に
こ
の
こ
と
は
馬
祖
側
に
は
記
録
さ
れ
ず
、
こ
の
地
で
馬
祖
に
従

っ
た
と
い
う
弟
子
の
記

録
も
な
い
。

②

洪
州
馬
と
し
て
名
を
成
し
た
が
た
め
に
、
長
松
山
に
住
し
た
こ
と
の
あ

っ
た
道

一
が
、
長
松
山
馬
と
し
て
名
を
と
ど
め
た
と
考
え
る

な
ら
、
懐
譲

に
嗣
法
し
た
長
松
山
馬
と
し
て
名
を
と
ど
め
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

③
宗
密
は
長
松
山
馬
を
馬
祖
と
思

っ
て
い
た
の
に
、
な
ぜ
明
月
山
の
馬
祖
を
記
し
な
が
ら
、
そ
れ
よ
り
も
も

っ
と
重
要
な
は
ず

の
長
松

山

に
つ
い
て
の
こ
と
を
馬
祖

の
伝

の
中
に
記
さ
な
か

っ
た
の
か
。

㈲

『伝
灯
録
』
で
は
、

同

一
人
物
を
二
人

の
師

の
下
に
名
を
と
ど
め
る
こ
と
は
な
く
、

必
ず
嗣
法
の
師
は

一
人
で
あ
る
。
従

っ
て

『伝

灯
録
』
で
は
別
人
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
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⑤
馬
祖
が
長
松
山
に
い
た
時
期
を
考
え
て
み
る
と
、
処
寂
の
示
寂
前
後
の
数
年
間
と
い
う
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後

こ

の
地
を
出
て
い
っ
た
道

一
は
洪
州
馬
と
し
て
名
を
成
す
が
、
こ
の
地
で
は
そ
の
こ
と
に
気
づ

か
ず
、

い
つ
ま
で
も
長
松
山
馬
と
し
て

名
を
と
ど
め
て
い
た
。
『伝
灯
録
』
も
そ
の
こ
と
に
気
づ

か
ず
、

処
寂
下
に
長
松
山
の
名
を
と
ど
め
た
。

宗
密

は
そ
の
こ
と
に
気
づ

き
、
馬
祖
と
同
じ
金
和
尚
の
弟
子
と
し
た
。
し
か
し
、
わ
ず
か
数
年
住
し
た
だ
け
の
若
輩
の
僧
を
い
つ
ま
で
も
記
憶

に
と
め
て
お
く

だ
ろ
う
か
。
常
識
は
否
と
答
え
る
。

⑥
『宋
高
僧
伝
』
で
も
長
松
山
に
住
し
た
馬
禅
師
が
、
馬
祖
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
全
く
気
づ

い
て
い
な
か

っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
問
ば
か
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
考
え
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
別
人
説
を
取
り
た
い
。

　六

剣
南
ー
荊
南
ー
南
岳

(

馬
祖
が
剣
南
を
い
つ
離
れ
た
か
、

は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、

次
の
よ
う
な
推
定
が
で
き
る
。
『南
岳
弥
陀
寺
承
遠
和
尚

碑
』
に
よ
れ
ば
、
承
遠
は
漢
州
縣
竹
県
の
生
ま
れ
で
、
馬
祖
と
同
じ
く
唐
禅
師
に
師
事
し
、
服
勤
星
歳
、
奥
旨
を
労
窺
し
、
真
乗
を
密
悟

し
た
。
既
に
壮
に
し
て
遊
方
し
、
峡
に
沿

っ
て
東
下
し
、
開
元
二
十
三
年

(
七
三
五
)
荊
州

(湖
北
省
当
陽
県
)
玉
泉
寺
に
到
り
、
蘭
若

真
和
尚
に
謁
し
た
人
で
あ
る
。
彼
は
七

一
二
年

の
生
ま
れ
で
、
馬
祖
よ
り
三
歳
の
年
下
の
同
郷
人
で
あ
る
。
青
少
年
期
を
同
じ
還
境
で
過

ご

し
、
互
い
に
見
知

っ
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
処
寂

の
示
寂
を
七
三
四
年
と
す
る
説
と
、
承
遠
が
剣
南
を
出
て
、
七
三
五
年
に
荊
州

玉
泉
寺
に
到

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
馬
祖
も
こ
の
頃
に
剣
南
を
出
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
説
が

一
般
に
通
用
し
て
い
る
よ
う

㈹

で
あ
る
。

僧
騰
五
十
と
い
う

『宋
高
僧
伝
』
の
説
で
は
七
三
七
-
八
年

の
受
具
と
な
り
、
剣
南
を
出
る
の
は
こ
れ
以
後
と
な
る
。
こ
の
場
合
だ
と

処
寂
が
示
寂
し
て
か
ら
か
な
り
の
間
が
あ
り
、
具
足
戒
を
受
け
て
い
な
い
馬
祖
は
住
寺
で
き
な
い
か
ら
、
ま
た
別

の
師
に
つ
い
て
い
た
は

ず

で
あ
る
。
そ
れ
が
無
相
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
無
相
は
四
川
省
灌
県
に
あ
る
天
谷
山
に
山
居
し
た
が
、
こ
の
地
は
馬
祖
の
故
郷
に
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㈹

近
く
、
同
じ
灌
県
内
に
馬
祖
寺
が
あ
り
、
高
さ
六
尺
の
馬
祖
霊
骨

の
塔
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
無
相
の
占
め
る
ウ

ェ

イ
ト
が
大
き
く
な
り
、
剣
南
を
出
て
遊
方
頭
陀
し
、
諸
方

に
坐
禅
し
な
が
ら
南
岳
で
懐
譲
に
出
会
い
、
そ
こ
で
修
行
す
る
期
間
は
、

こ
れ

ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
よ
り
大
変
短

い
も
の
と
な
る
。

碑
銘
や

『宋
高
僧
伝
』
で
は
、
四
川
に
つ
い
て
懐
譲

の
う
わ
さ
を
聞
き
、
南
岳
に
赴
い
た
文
脈
に
な

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
石

川
氏

は
次

の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

懐
譲
が
曹
渓
六
祖

の
教
え
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
き
、
直
ち
に
南
岳
に
趣
き
こ
れ
に
従

っ
た
と
す
る
が
、
懐
譲
自
身
は
山
居

修
道

の
人
で
開
法
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
湖
南
の
地
に
い
る
人
の
う
わ
さ
を
四

川
省
で
聞

い
た
と
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
も
、
四
川
省
か
ら
南
方
の
地

へ
出
る
の
は
、
揚
子
江
ぞ
い
に
重
慶
を
通

っ
て
い
っ

た
ん
湖
北

の
地
に
出
る
の
が

一
般

の
道
筋
で
、
こ
の
道
は
水
路
も
陸
路
も
よ
く
開
け
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
宗
密
が
い
う
よ
う
に
、

鱒

四
川
省
よ
り
湖
北

の
地
に
出
て
荊
南

に
住
し
て
い
た
と
す
る
の
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
。

㈲

石
川
氏
の
説
に
補
足
す
る
な
ら
ば
、
承
遠
は
玉
泉
寺
真
和
尚

(
六
七
三
-
七
五

一
)

の
薦
め
で
△

二
八
年
に
衡
岳
で
受

戒
し
て
お
り
、
ま

㈹

た
懐
譲
は
真
和
尚
の
師
で
あ
る
弘
景

(
六
三
四
-
七

一
二
)
に
よ
っ
て
玉
泉
寺
で
出
家
し
て
い
る
。
従

っ
て
荊
州

に
入

っ
た
馬
祖
は
承
遠

を
通
し
て
懐
譲

に
近
い
立
場

に
あ
り
、
そ
の
人

の
う
わ
さ
を
聞
き
得
る
立
場
に
あ

っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

四
川
を
出
た
馬
祖
は
頭
陀
し
つ
つ
、
随
処
に
坐
禅
し
な
が
ら
荊
南

の
明
月
山
に
入
っ
た
。
こ
の
明
月
山
に
つ
い
て
は

『初
期
禅
宗
史
書

の
研
究
』
(三
三
七
頁
)
で
は
、
湖
北
省
巴
東
県
西
北
四
十
里
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
『荊
州
府
志
』
巻
二
十
二
に
は
、

月
嶺
寺
久
廃
膿
宇
、
松
滋
県
西
明
月
山
有
月
嶺
寺
。
相
伝
蜀
先
生
嘗
以
景
帝
木
主
寄
饗
、
於
此
因
立
廟
。
後
人
即
廟
基

為
寺
。

言
口

㈲

と
あ

る
。
『伝
灯
録
』
巻
四

の
標
目
に
、

無
相
の
法
嗣
の

一
人
と
し
て
荊
州
明
月
山
融
禅
師
の
名
が
見
え
る
。

恐
ら
く

馬
祖
の
い
た
明
月

山
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
『旧
唐
書
』
巻
三
十
九
に
よ
れ
ば
、
巴
東
県
は
帰
州

に
属
す
県
で
あ
る
か
ら
、
『荊
州
府
志
』
に
見
え
る
明
月
山
が
、

馬
祖

や
融
禅
師
の
住
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後
、
聖
跡
を
巡
礼
し
な
が
ら
、
譲
和
上
の
処
に
至

っ
た
と
は

『
円
覚
経
大
疏
紗
』
巻
三
之
下
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に
言
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
『
祖
堂
集
』
巻
三
、
『
伝
灯
録
』
巻
五
の
懐
譲
章
で
は
、
馬
祖
が
南
岳
で
坐
禅
し
て
い
た
と
き
、
懐
譲
に
出
会

っ

た

こ
と
に
な

っ
て
い
る
。　七

南

岳

懐

譲

(

⑳

こ
の
人
の
伝
記
と
し
て
は
、
張
正
甫
が
元
和
十
年

(八

一
五
)

に
馬
祖
の
門
人
で
あ
る
興
善
惟
寛
、
章
敬
懐
暉
の
請
に
よ

っ
て
撰
し
た

『衡
州
般
若
寺
観
音
大
師
碑
井
序
』
(『
全
唐
文
』
六

一
九
)
が
あ
り
、

『
祖
堂
集
』
巻
三
、

『景
徳
伝
灯
録
』
巻
五
、
『
宋
高
僧
伝
』
巻
九
に

㈱

も
伝
記
を
録
す
。
更

に

『宝
林
伝
』
巻
十
に
か
な
り
詳
し
い
懐
譲
伝
が
あ

っ
た
こ
と
や
、
そ
の
逸
文
に
つ
い
て
報
告
が
あ
る
。

懐
譲

(六
七
七
-
七
四
四
)
は
山
居
修
道
の
人
で
、
開
法
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
馬
祖
を
世
に
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
の
で

㈱

あ
り
、
今
日
残
さ
れ
た
こ
の
人

に
関
す
る
資
料
は
全
て
馬
祖
以
後
の
も
の
で
あ
る
。
六
祖
慧
能
に
つ
い
て
は
そ
の
思
想
史
的
意
味
で
の
実

存
性
が
大
き
く
、
歴
史
的
な
面
で
の
こ
の
人

の
顔
は
希
薄
で
あ
る
。
馬
祖
は
い
っ
た
い
慧
能
に
つ
い
て
何
か
発
言
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

『祖
堂
集
』
巻
四
の
招
提
恵
朗
章

に
次
の
よ
う
な
問
答
を
録
し
て
い
る
。

招
提
和
尚
嗣
石
頭
。
…
十
七
遊
衡
岳
、
二
十
受
戒
。
乃
往
度
州
聾
公
山
謁
大
寂
。
大
寂
云
、
伽
来
何
求
。
対
日
、
求
仏
知
見
。
大
寂
日
、

仏
無
知
見
、
知
見
乃
魔
界
耳
。
伽
従
南
岳
来
、
似
未
見
石
頭
曹
渓
心
要
耳
。
汝
応
却
帰
石
頭
。
(

7

1
i
4hU)

こ
れ
が
曹
渓
に
関
す
る
馬
祖
の
唯

一
の
発
言
で
あ
る
。

「
石
頭
曹
渓
心
要
」
と
は

「石
頭
が
保
任
し
て
い
る
曹
渓
の
名
で
象
徴
さ
れ
る
禅

の
心
要
」
の
意
で
あ

っ
て
、
決
し
て

「慧
能
ー
青
原
-
石
頭
と
師
承
さ
れ
た
心
要
」

の
意
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
西
堂
と
径
山
の
次
の

問
答
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

江
西
馬
大
師
、
令
西
堂
問
師
、
十
二
時
中
以
何
為
境
。
師
日
、
待
汝
廻
去
、
有
信
上
大
師
。
西
堂
日
、
如
今
便
廻
去
。
師
日
、
伝
語
大

師
、
却
順
問
取
曹
渓
始
得
。

(

6

1
1
0
)

径
山
は
牛
頭
禅
を
承
け
る
人
で
鶴
林
玄
素
の
法
を
嗣
ぐ
。
曹
渓
と
は
法
系
の
上
で
か
か
わ
り
が
な
い
。

こ
の
人
が

「
曹
渓
に
質
問
せ
ね
ば
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な
ら

ぬ
」
と
言

っ
た
曹
渓
は
、
法
系
意
識

の
な
い
、
法
系
と
は
何

の
か
か
わ
り
も
な
い
曹
渓
そ
の
人
自
身
の
こ
と
で
あ
る
。
も

っ
と
言
え

ば
、
馬
祖

・
石
頭

・
径
山
ら
が
推
し
進
め
て
い
る
新
た
な
禅
の
運
動
の
シ
ソ
ボ
ル
と
し
て
の
曹
渓
な
の
で
あ
る
。
神
会

に
よ

っ
て
厚
く
禅

か
ぶ

思
想

の
べ
ー
ル
を
被
せ
ら
れ
た
六
祖
慧
能
は
、
馬
祖
の
時
代
に
於
て
は
達
摩
に
か
わ
る
新
し
い
時
代

の
禅
を
象
徴
す
る
祖
師
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ

っ
て
、
馬
祖
に
し
ろ
石
頭
に
し
ろ
曹
渓
を
法
系
意
識
で
も

っ
て
見
て
は
い
な
い
。
径
山

の
例
が
そ
の
こ
と
を
よ

く
示
し
て
く
れ
て
い
よ
う
。

み
ず
か

六
祖
慧
能
を
必
要
と
し
た
の
は
馬
祖
そ
の
人
で
は
な
く
、
彼
の
弟
子
た
ち
で
あ
る
。
都
に
開
法
す
る
と
き
、
自
ら
の
出
自
を
明
ら
か
に

し
、
そ
の
正
系
た
る
を
標
榜
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
安
史
の
乱
に
よ
っ
て
都
は
躁
躍
さ
れ
、
長
安

・
洛
陽

の
仏
教
は
大
打
撃
を
受
け
る
。

都
を
拠
点
と
し
て
い
た
神
秀
系
の
禅
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
神
会
の
運
動
は
そ
れ
に
拍
車
を
か
げ
る
。
し
か
も
時
代

の
空
気
は
安
史

の

乱
を
境
に
し
て
急
速

に
変
化
し
て
い
く
。
み
ず
み
ず
し
い
禅
思
想
の
べ
ー
ル
に
く
る
ま
れ
た
六
祖
慧
能
が
、
新
し
く
興
起
し
つ
つ
あ
る
禅

㈱

宗

に
と

っ
て
の
禅
思
想
の

シ
ン
ボ
ル
と
見
な
さ
れ
る
ま
で
に
そ
ん
な
に
時
間
は
か
か
ら
な
か

っ
た
ろ
う
。

『宝
林
伝
』

の
逸
文
や

『宗

㈲

鏡
録
』
巻
九
十
七
に
よ
れ
ば
、
懐
譲
は
老
安
に
よ

っ
て
大
悟
す
る
の
で
あ
り
、
『祖
堂
集
』
『
伝
灯
録
』
は
慧
能
と
の
結

び
つ
き
を
強
調
せ

ん
が
た
め
に
老
安
と
の
関
係
を
過
小
評
価
す
る
。
老
安
は
慧
安
、
道
安
、
大
安
と
も
呼
ば
れ
、
宋
憺
の
撰
す
る

『
大
唐
嵩
山
会
善
寺
故
大

徳
道
安
禅
師
碑
井
序
』
(『唐
文
続
拾
遺
』
巻
三
)
、

『宰
高
僧
伝
』
巻
十
八
唐
嵩
岳
少
林
寺
慧
安
伝
、

同
巻
十
九
唐
長
安

西
明
寺
恵
安
伝
、

『景
徳
伝
灯
録
』
巻
四
な
ど
に
伝
が
あ
る
。

こ
の
人
は
五
八
四
-
七
〇
八

(『碑
井
序
』)

の
一
生
と
も
、

五
八
ニ
ー
七
〇
九
(『宋
高
僧
伝
』

巻
十
八
)

の

一
生
と
も
言
わ
れ
、
非
常
な
長
命
の
人
で
あ
り
、
四
祖
道
信
よ
り
二
、
三
歳
年
下
で
あ
る
。

『宋
高
僧
伝
』
巻
十
八
の
慧
安

伝
に
よ
れ
ば
、
貞
観
中

(
六
二
七
-
六
四
九
)
に
斬
州
に
至

っ
て
忍
大
師
を
礼
し
た
と
す
る
。
道
信
が
斬
州
双
峰
山
に
入

っ
た
の
は
武
徳

七
年

(六
二
四
)
で
、
永
微
二
年

(
六
五

一
)

の
示
寂
ま
で
こ
こ
で
開
法
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
慧
安
が
斬
州

に
赴

い
た
貞
観
中
は
ま
さ

に
道
信
の
開
法
の
盛
ん
な
と
き
で
あ
る
。
し
か
も
慧
安
は
弘
忍
よ
り
も
二
十
歳
も
年
長
で
あ
る
こ
と
を
考
え
た
な
ら
ば
、
慧
安
が
斬
州
で

謁
し
た
の
は
道
信
だ
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
を
弘
忍
の
東
山
法
門
に
結
び
つ
け
る
の
は
浄
覚

の

『樗
伽
師
資
記
』
で
あ
る
。
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柳
田
氏
は

「新
続
灯
史
の
系
譜

叙
の
二
」
(『禅
学
研
究
』
第
六
十
号
)
で

「慧
安
は
東
山
法
門
を
う
け
る
が
、
元
来

は
、
す
で
に
別

の

古

い
習
禅

の
系
統
を
な
し
て
い
た
。
東
山
法
門
は
、
そ
う
し
た
人
々
を
、
達
摩

の
系
譜
と
し
て
綜
合
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
を
持

つ
」

(
六

頁
)
、
「恵
安
を
洛
陽

・
長
安
に
わ
た
る
二
京
禅
学
の
代
表
者
と
み
る
の
は
、

当
時
の
通
説
で
あ
る
」
(七
頁
)
と
言
わ
れ
る
が
、

ま
さ
に

そ
ん
な
慧
安
を
弘
忍

に
帰
す
こ
と
に
よ

っ
て
自
ら
の
権
威
付
け
を

行

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

開
元
十
五
年

(七
二
七
)

に
建
て
ら
れ
た

『碑
井
序
』
が
弘
忍
を
承
け
た
と
な
す
の
は
、

既
に

『
樗
伽
師
資
記
』
の
影
響
を
受
け
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
既

に
神
秀

一
派

に
利
用
さ
れ
た
老
安
を
自
ら
の
出
自
と
し
て
主
張
す
る
の
で
は
人
々
に
ア
ピ
ー
ル
し
な
い
。
懐
譲
が
慧
能
に
参
問
し
た
と
い
う
こ
と
が
史

実
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、

に
わ
か
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ヅ
プ
さ
れ
、
新
た
な
禅
思
想
の
シ
ン
ボ
ル
と
ま
で
見
な
さ
れ

つ
つ
あ
る
曹
渓
慧
能

を
ど
う
し
て
も
自
ら
出
自
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
貞
元
七
年
に
書
か
れ
た
碑
銘
に
早
く
も
曹
渓
六
祖
と
懐
譲

の
関
係

を
い
う
が
、
そ
れ
ほ
ど
弟
子
た
ち
は
急

い
で
馬
祖

の
碑
銘
を
作

っ
て
曹
渓
と
の
つ
な
が
り
を
公
表
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
密

『
中
華
伝
心
地
禅
門
師
資
承
襲
図
』
に
よ
れ
ぽ
、
「
徳
宗
皇
帝
の
貞
元
十
二
年

(七
九
六
)、
皇
太
子
に
勅
し
て
、
諸
々
の
禅
師
を

集
め
、
禅
門
の
宗
旨
を
楷
定
し
、
伝
法

の
傍
正
を
捜
求
す
。
遂

に
勅

の
下
る
有
り
て
、
荷
沢
大
師
を
立
て
て
第
七
祖
と
為
す
」
と
あ
る
。

即
ち
七
九
六
年
に
神
会
は
七
祖
で
あ
る
と
天
下
に
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
然
、
慧
能
を
六
祖
と
公
認
し
た
こ
と
で
も
あ

る
。
も
は
や
曹
渓
を
そ
の
出
自
と
主
張
す
る
の
で
な
け
れ
ぽ
、
禅

の
正
系
た
り
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
論
じ
て
き
た
如
く
、
懐
譲
は
六
祖
慧
能
と
馬
祖
を
繋
ぐ
使
命
を
持

っ
て
登
場
す
る
。
従

っ
て
そ
の
史
伝
が
作
為
に
み
ち
た
も
の
と

な
る

の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
懐
譲
そ
の
人
の
実
在
性
、
及
び
南
岳

に
お
け
る
馬
祖
と
の
出
会

い
ま
で
否
定
し
去
る
わ
け
に
は
い
か

な

い
だ
ろ
う
。
馬
祖
は
南
岳
で
懐
譲
に
出
会
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
学
ん
だ
教
学
の
上
に
独
自
の
思
考
を
転
開
す
る
よ
う
に
な

る
。

そ
の
最
も
重
要
な
も
の
が
、
修
証
の
問
題
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
最
後
に
徳
輿
の
碑
銘
の
言
う
と
こ
ろ
を
記
し
て
、
懐
譲

の

項
を
終
え
よ
う
。

初

め
資
中
に
落
髪
し
、
巴
西
に
進
具
す
。
後
、
衡
岳
に
譲
禅
師
な
る
者
有

っ
て
、
曹
渓
六
祖
よ
り
伝
教
し
、
真
心
超
詣
に
し
て
、
是
れ
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馬
祖
が
石
頭
と
出
会
う
場
所
、

そ
れ
は
衡
岳
以
外
に
は
な
い
。
『祖
堂
集
』
巻
四
の
石
頭
章
に
よ
れ
ば
、

頓
門
な
り
と
謂
う
を
聞
き
、
践
履
し
て
造
り
請
い
、

一
言
も
て
懸
解
す
。

石
頭
は
青
原
か
ら
手
紙
を
携

川

石

頭

と

馬

祖

(

長
慶
中

(
八
二

一
-
八
二
四
)
、

国
士
博
士
劉
斡
が
撰
し
た
石
頭
の
碑

に

「
江
西
の
主
な
大
寂
、

湖
南
の
主
は
石
頭
、
往
来
憧
憧
と
し

ま
み

㈲

て
、

二
大
士
に
見
え
ざ
る
は
、
無
知
と
為
す
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
柳
田
教
授
は
、
「
石
頭
お
よ
び
そ

の
門
下
た
ち
は
、

す
べ
て
山
居
修
道

の
人
で
あ
る
。
こ
の
系
統
の
人
々
が
、
漸
く
世
に
現
わ
れ
る
の
は
、
洞
山
良
倫

(
八
〇
七
-
八
六
九
)
以
後
で
あ
る
。

…
あ
た
か
も
、
馬
祖
と
石
頭
が
江
西
と
湖
南
に
角
立
し
、
互
い
に
そ
の
宗
風
を
競

っ
た
か
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
お
そ
ら
く
後
代
の
要

⑳

請
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
が
、
石
頭
と
馬
祖
の
間
に
、
弟
子
を
介
し
て
交
渉
が
多
々
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
馬
祖
は
都
市
に
進
出

し
た
た
め
に
、
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
石
頭

の
比
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
宗
密
が
洪
州

に
つ
い
て
語
る
の
と
同
じ
よ
う
な
運
動
は
石
頭
系

に
は
な
か

っ
た
。
む
し
ろ
世
に
知
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
馬
祖
禅
に
対
す
る
批
判
勢
力
と
し
て
、
プ
ロ
の
禅
僧

の
間
で
隠
然
た
る
影

響
力
を
持
ち
続
け
る
の
で
あ
る
。

『
祖
堂
集
』

の
記
録
を
信
ず
る
限
り
、

丹
霞
天
然
、

五
洩
霊
黙
、
招
提
慧
朗
は
馬
祖
の
指
示
に
よ
っ
て
石
頭
に
参
じ
て
お
り
、
同
巻
四

の
石
頭
章

に
は
、
江
西
馬
祖

の
と
こ
ろ
か
ら
来
た
僧
と
の
問
答
が
あ
る
。

ま
た
郵
隠
峯
は

馬
祖

の
と
こ
ろ
か
ら
石
頭

に
行
く
し

(『伝
灯

録
』
巻
六
)
、
紫
玉
山
道
通
、
天
皇
道
悟

(以
上

『宋
高
僧
伝
』
巻
十
)、
南
岳
西
園
曇
蔵

(
『宋
高
僧
伝
』
巻
十

一
)

も
そ
う
で
あ
る
。

更
に
馬
祖
は

「
石
頭
路
滑
」
と
石
頭
を
高
く
評
価
す
る
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
石
頭
か
ら
馬
祖
に
行
く
例
と
し
て
は
、

寵
居

士

(『臆
居
士
語
録
』)
が
い
る
が
、
こ
れ
さ
え
も

『祖
堂
集
』
に
よ
れ
ば
、
丹
霞
と
共
に
最
初
に
馬
祖
に
見
え
た
こ
と
に
な

っ
て
い

る
。

こ
の
よ
う
に
馬
祖
と
石
頭
の
交
渉
に
お
い
て
、
方
向
は

一
方
向
的
で
、
主
に
馬
祖
か
ら
石
頭
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
石
頭
が
馬
祖

を
意
識
す
る
よ
り
も
、
馬
祖
の
方
が
石
頭
を
よ
り

一
層
意
識
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
う
わ
さ
だ
け
で
知

っ
て
意
識
し

て
い
た
の
で
は
な
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く
、

石
頭

と

い
う

人

物

を

間

近

に
見

た

か
ら

こ
そ

で
あ

っ
た

よ

う

に
思

う
。

ま
み

え
て
南
岳
の
懐
譲
に
見
え
る
。
更
に
青
原

の
示
寂
後
、
衡
山

に
や

っ
て
来
て
、
南
台
上
で
庵
居
す
る
。
そ
ん
な
石
頭

を
懐
譲
は
僧
を
遣

っ

て
試
し
、
石
頭
の
た
め
に
院
を
建
て
て
や
る
。
今
、

こ
の
記
録
を
そ
の
ま
ま
史
実
と
認
め
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
天
宝
初
年

(七
四

二
)

に
石
頭
が
衡
岳
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
以
前
に
衡
岳

に
や

っ
て
来
な
か

っ
た
と
い
う
証
拠
が
な
い

以
上
、
や
っ
て
来
た
と
考
え
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
筆
者
の
推
理
は
こ
う
で
あ
る
。
南
岳
で
坐
禅
し
て
い
た
馬
祖

は
、
青
原
か
ら
や

っ

て
来
た

一
人

の
男
の
言
動
を
見
聞
す
る
。
「諸
聖
を
も
慕
わ
ず
、

己
霊
を
も
重
ん
ぜ
ず
、

永
劫

に
沈
倫
す
る
と
も
、
諸
聖
の
出
離
を
求
め

な
ん
じ

な

い
」
と
言
う
、
ま
さ
に
自
己
に
め
ざ
め
た

一
人
の
男
が
馬
祖
の
頭
に
焼
き
付
く
。
懐
譲

は
そ
ん
な
石
頭
を
評
し
て

「子
が
問

い
は
た
だ

高

い
、
何
と
し
か
か
向
下
に
問
わ
ず
」
「向
後
、

人
は
閾
提
と
成
り
去
ら
ん
」
と
言
う
。

そ
の
男
が
青
原

の
寂
後
、
南
岳

に
来
る
と
い
う
,

あ
く
ま
で
山
居
修
行
に
徹
し
て
、
自
己
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
男
に
対
し
て
、
馬
祖
は
却

っ
山
を
下
り
る
決
心
を
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
男

に
対
す
る
批
判
と
、
奴
に
は
か
な
わ
な
い
と
い
う
意
識
が
複
雑
に
入
り
混

っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
馬
祖
は
そ

の
男

の
行
き
方
と
反

対

の
方
向

へ
歩
み
出
す
。
山
を
下
り
、
あ
え
て
向
下
に
問
い
答
え
、
人
々
が
閲
提
と
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
方
便

を
駆
使
す
る
の
で
あ

る
。
言
葉
に
定
着
し
て
し
ま
え
ば
変
じ
て
し
ま
う
そ
れ
を
、
敢
え
て
言
葉
で
言
お
う
と
し
続
け
た
。
石
頭
の
批
判
は
十
分

に
承
知

の
う
え

で
あ
る
。
彼

の
画
期
的
で
革
新
的
な
問
答
説
法
は
、
そ
ん
な
中
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
。
後
代
、
薬
山
に
い
た
道
吾
が
、
百
丈
の
も
と
に
い

㈲

る
雲
巌
に
、
薬
山

の
も
と
に
来
る
よ
う
誘
う
手
紙
の
中
で

「
石
頭
は
是
れ
真
金
鋪
、
江
西
は
是
れ
雑
貨
鋪
」
と
言

っ
て
い
る
が
、
馬
祖
自

身
が
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
自
ら
そ
う
言

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『祖
堂
集
』
巻
十
八
の
仰
山
章

に
言
う
、

毎
日
上
堂
、
諸
謂
云
、
汝
等
諸
人
、
各
自
廻
光
返
観
。
莫
記
吾
語
。
吾
慰
汝
無
始
膿
来
、
背
明
投
暗
、
逐
妄
根
深
、
卒
難
頓
抜
、
所
以

仮
設
方
便
、
奪
汝
諸
人
塵
髭
識
、
如
将
黄
葉
止
府
、
亦
如
人
将
百
種
貨
物
、
雑
渾
金
宝
、

一
鋪
貨
売
、
祇
擬
軽
重
来
機
。
所
以
道
、
石

頭
是
真
金
鋪
、
我
者
裏
是
雑
貨
鋪
。
有
人
来
寛
雑
貨
鋪
、
則
我
亦
拮
他
与
、
来
覚
真
金
、
我
亦
与
他
。

(V
1
32
)

㈲

こ

の
仰
山
の
示
衆
は
馬
祖
の
言
葉
を
多
く
含
む
。
沖
本
氏
は
こ
の
示
衆
を
馬
祖
の
も
の
と
と

っ
て
ま
ち
が
い
の
な
い
文
章
と
さ
れ
て
い
る
。
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　九

建

陽
仏
跡
巌
i
教
化

の
第

一
歩
ー

(

『宋
高
僧
伝
』
巻
十

の
唐
唐
州
紫
玉
山
道
通
伝
に
、

因
父
宙
干
泉
州
南
安
、
便
求
捨
艸
披
纈
。
諦
経
合
格
、
勅
度
之
、
当
天
宝
初
載
也
。
時
道

一
禅
師
肇
化
建
陽
仏
跡
巌
聚
徒
。
通
往
焉
。

一
師
於
臨
川
南
康
聾
公
山
、
亦
影
随
而
去
。

(
T
五
十
-
七
六
七

c
)

㈹

と
あ
り
、
同
巻
九
の
康
太
原
甘
泉
寺
志
賢
伝
に
も
、

釈
志
賢
、
姓
江
、
建
陽
人
也
。
…
大
宝
元
年
於
本
州
仏
跡
巌
、
承
事
道

一
禅
師
。

(丁
五
十
i
七
六
三
b
)

と
あ

っ
て
、
天
宝
元
年

(七
四
二
)
、

馬
祖
三
十
四
歳
の
と
き
、

建
陽

(福
建
省
建
陽
県
)
仏
跡
巌
で
教
化
の
第

一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
た

こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
ま
た

『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
六
の
馬
祖
章
に
も

「始
自
建
陽
仏
　
嶺
遷
至
臨
川
、
次
至
南
康
聾

公
山
」
と
あ

っ
て
、

⑳

仏
跡
巌
よ
り
臨
川

(江
西
省
臨
川
県
)
、
次
い
で
南
康

(江
西
省
南
康
県
)

へ
移

っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

こ
の
地
で
の
最
初

の
教
化
は

一
年

に
も
満
た
な
い
短
期
間
で
あ

っ
た
が
、
着
実
に
教
化
の
実
績
を
あ
げ

て
お
り
、

こ
の
地
で
従

っ
た
人

㈱

に
、
甘
泉
志
賢
、

紫
玉
道
通

(七
三

一
-
八

=
二
)
、

天
目
山
千
頃
院
明
覚

(?
i
▲

二
一
)
が
い
る
。
大
珠
慧
海
も
最
初
期

の
頃
の
弟

㈹

子
と
思
わ
れ
、
建
州

(福
建
省
建
画
県
治
、
建
陽
を
含
む
)
出
身
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
人
も
こ
の
地
で
馬
祖
に
従

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　十

撫
州

西
裏

山
-

充
電
期
1

(

仏
跡
巌
か
ら
撫
州
臨
川

へ
移
る
の
は
天
宝
二
年

(
七
四
三
)
、
馬
祖
三
十
五
歳

の
と
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
『宋
高
僧
伝
』
巻
十

一

の
超
岸
伝
に
、

釈
超
岸
、
丹
陽
人
也
。
先
遇
鶴
林
素
禅
師
、
処
衆
操
黙
而
己
。
天
宝
二
載
至
撫
州
蘭
若
、
得
大
寂
開
発
、
四
方
轟
侶
依
之
。

(
T
五
十

-
七
七
四
b
)
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と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
唐
の
唐
技
が
撰
し
た

『
聾
公
山
西
堂
勅
詮
大
覚
禅
師
重
建
大
宝
光
塔
碑
銘
』

(東
洋
文
庫
所
蔵

「鞍

県
志
」
巻
五
〇
。
石
井
修
道

「
洪
州
宗
に
お
け
る
西
堂
智
蔵
の
位
置
に
つ
い
て
」
印
仏
研
第
27
巻

一
号
)

に
、

惟
大
覚
禅
師
、
慶
姓
、
智
蔵
号
、
生
南
康
郡
。
年
十
三
、
首
事
大
寂
於
臨
川
西
裡
山
。
又
七
年
、
遂
受
之
法
。
大
寂
将
欲
示
化
、
自
鍾

陵
結
茅
聾
公
山
。
於
門
人
中
、
益
為
重
。
…
師
至
元
和
十
二
年
、
年
八
十
、
僧
騰
五
十

一
、
旦
無
疾
、
告
峯
弟
子
以
終
。
云

々
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
西
堂
智
蔵
は
七
三
八
ー
八

一
七
年

の
一
生
で
、
十
三
歳

の
と
き
、
即
ち
天
宝
九
年

(
七
五
〇
)
臨
川
西
裡
山

㈹

で
馬
祖

に
師
事
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
従

っ
て
、
天
宝
二
年
か
ら
い
つ
ま
で
こ
の
地
に
住
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
宝
九
年
頃
も
こ

の
地
に
住
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

撫
州
石
輩
山
に
住
し
た
慧
蔵
は
、
も
と
猟
師
で
、
鹿
を
追

っ
て
た
ま
た
ま
馬
祖

の
庵

の
前
を
通
り
か
か
り
、
馬
祖

に
射
止
め
ら
れ
て
出

家

し
た
。
西
堂
と
の
問
答
も
あ
り
、
西
堂
の
入
門
以
前

に
こ
の
地
で
師
事
し
た

一
人
で
あ
ろ
う
。

馬
祖
は
こ
の
地
に
か
な
り
長
く
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
地
で
従

っ
た
と
い
う
僧

の
記
録
は
、
超
岸
と
西
堂
の
二
人
だ
け
で
あ

る
。
三
十
五
歳
か
ら
の
お
よ
そ
十
年
ほ
ど
、
馬
祖
禅

の
充
電
期
間
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　±

虚
州

襲
公
山
ー

伸
展
期
1

(
㈹

西
裏
山
か
ら
聾
公
山

へ
い
つ
移

っ
た
か
定
か
で
な
い
が
、
『祖
堂
集
』
巻
四
の
招
提
慧
朗
章

に
は
次

の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

招
提
和
尚
嗣
石
頭
。
師
韓
恵
朗
、
姓
欧
陽
、
紹
州
曲
江
人
也
。
年
十
三
於
郡
林
寺
摸
禅
師
処
出
家
、
十
七
遊
衡
岳
、
二
十
受
戒
、
乃
往

度
州
聾
公
山
、
謁
大
寂
。
…
至
元
和
十
五
年
庚
子
歳
、
正
月
二
十
二
日
遷
化
。
春
秋
八
十
三
、
僧
夏
六
十
四
　
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
慧
朗
は
七
三
八
ー
八
二
〇
年

の
一
生
で
、
二
十
歳

の
と
き
受
戒
し
て
、
聾
公
山
に
往
く
か
ら
、
至
徳
二
年

(七
五
七
)

の
頃
に
は
こ
の
地
に
住
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

『祖
堂
集
』
や

「伝
灯
録
』
に
よ
れ
ば
、
西
堂
は
慧
忠
国
師
、
径
山
法
欽
に
使
い
し
、
伏
牛
自
在
も
ま
た
慧
忠
に
使

い
し
て
い
る
。
『宋
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高
僧
伝
』
巻
十
の
馬
祖
伝
に
附
伝
さ
れ
る
西
堂
智
蔵
伝

に
は
、

随
大
寂
移
居
聾
公
山
後
、
謁
径
山
国
師
禅
師
、
与
其
談
論
周
旋
。
人
皆
改
観
。

(
T
五
十
-
七
六
六
C
)

と
あ

る
。
こ
の
時
代
、
馬
祖
は
積
極
的
に
他
の
禅
匠
た
ち
と
交
渉
を
を
持
ち
は
じ
め
、
そ
の
評
価
を
獲
得
し
つ
つ
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
な
ん
と
言

っ
て
も
郡
守
斐
公
の
帰
依
を
受
け
た
こ
と
が
、
こ
の
時
期
、
馬
祖
の
門
が
伸
展
す
る
う
え
で
最
大

の
要
件
と
な

っ
た
。

『碑
銘
井
序
』

に
言
う
、

み

嘗

て
撫

の
西
裏
山
に
禅
諦
し
、
又
た
南
し
て
度
の
聾
公
山
に
至
る
。
櫻
搏
の
者
は
馴
れ
、
桿
戻

の
者
は
仁
と
な
り
、

其
の
儀
相
を
謄
て
、

も

自

ら
用

っ
て
　
変
す
。
刺
史
、
今
の
河
南
サ
の
斐
公
、
稟
奉
を
久
し
く
し
て
、
信
饗
す
る
と
こ
ろ
多
く
、
此
の
定
恵

を
用

っ
て
、
其
の

ひ
ら

明
誠
を
発
く
。

ま
た

『宋
高
僧
伝
』
巻
十

に
は
、

郡
守
な
る
河
東

の
斐
公
、
家

に
正
信
を
奉
じ
、
躬
ら
諮
稟
に
勤
め
、
英
明
簡
貴

の
重
を
降
し
、
智
術
慧
解
の
能
を
窮
む
。
海
霞

空

に

い
た

敏

ま
り
、
山
月

照
を
凝
す
に
至
る
毎

に
、
心
は
境
と
寂
し
、
道
は
悟
に
随

っ
て
深
し
。
自
明
の
者
は
物
に
周
る
に
在
り
、
博
施
の
者

い
く
ば
く

こ

は
衆
を
済
わ
ん
こ
と
を
期
す
。
居
る
こ
と
何
も
無
く
し
て
、
斐
公
は
盧
江

・
寿
春

の
二
牧
に
移
典
す
れ
ど
も
、
其
れ

に
於
て
、
進
修
惟

れ
勤
め
、
率
化
墜
ち
ず
。

と
言
う
。
聾
公
山
で
教
化
に
勤
め
て
い
た
馬
祖
に
、
皮
州
刺
史
と
し
て
赴
任
し
て
き
た
斐
公
が
帰
依
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
馬
祖
の
門
が

盛
ん
に
な
る
き

っ
か
け
と
な
る
。
斐
公
の
任
期
は
短
か
く
、
盧
江

・
寿
春

の
地
に
移

っ
て
い
っ
た
が
、
郡
守

の
帰
依
を
受
け
た
と
い
う
実

績
を
持

っ
た
馬
祖
の
門
は
、
伸
展
の
速
度
に
加
速
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
斐
公
は
以
後
も
帰
依
し
続
け
、
馬
祖

の
最
初

の
帰
依
者
と
し
て
、

馬
祖

の
門
を
世
に
出
す
き

っ
か
け
と
な

っ
た
人
物
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

さ
て
斐
公
と
は
い
っ
た
い
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『碑
銘
井
序
』
と

『宋
高
僧
伝
』

の
記
述
を
総
合
す
る
と
、

e
斐
と
い
う
姓
で
、

河

東

の
出
身
で
あ
り
、
㊤
馬
祖
が
度
州

の
地
に
住
し
て
い
た
頃
に
度
州
刺
史
と
な
り
、
㊤
次
い
で
盧
江

(安
徽
省
盧
江
県
)

.
寿
春

(安
徽
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省
寿

県
)

の
牧

に
移

っ
て
行
き
、
㊧
碑
銘
の
書
か
れ
た
貞
元
七
年
に
は
河
南
の
サ
で
あ

っ
た
人
物
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
条
件
を

満
足
す
る
人
物
を
探
す
と
、
『
旧
唐
書
』

一
二
六
、
『新
唐
書
』

二
二
〇
に
伝
の
あ
る
斐
謂

(七

一
九
ー
七
九
三
)
が
浮
か
び
あ
が

っ
て
く

る
。

そ
こ
で
新

・
旧
の

『唐
書
』
に
よ

っ
て
、
こ
の
人
の
伝
を
詳
記
し
て
み
よ
う
。

斐
謂
、
字
は
思
明
、
河
南
洛
陽

の
人
な
り
。
父
の
寛
は
礼
部
尚
書
と
な
り
て
開
元

・
天
宝
の
間
に
重
名
有
り
。
謂
は
少
く
し
て
明
経

さ
と

た
お

に
挙
げ
ら
れ
、
河
南
府
の
参
軍
に
補
せ
ら
る
。
性
は
通
く
紳
や
か
に
し
て
、
挙
止
は
煩
な
ら
ず
。
京
兆
の
倉
曹
参
軍
に
累
遷
す
。
丁
父

の
喪
も
て
東
都
に
居
る
。
是

の
時
、
安
禄
山
、
二
京
を
盗
陥
す
。
東
部
、
収
復
し
、
太
子
司
議
郎
に
遷
る
。
幾
ば
く
も
無
く
し
て
、
號

王
巨
、
奏
し
て
侍
御
史
、
嚢

・
郵
の
営
田
判
官

に
署
す
。
母
の
喪
も
て
東
都

に
居
る
。
東
都

は
復
た
史
思
明

の
為

に
陥
さ
れ
、
謂
は
山

か

く

た

お
も

も
と

谷

に
蔵
匿
る
。
思
明
は
嘗
て
謂
の
父
の
将
校
為
り
。
旧
恩
を
懐

い
、
又
は
素
か
ら
謂

の
名
を
慕
い
、
必
ず
之
を
得

ん
と
欲
し
、
因

っ
て

捕
騎
数
十
を
し
て
跡
逐
せ
し
め
て
謂
を
得
る
。
思
明
、
之
を
見
て
甚

は
だ
喜
び
、
呼
ん
で
郎
君
と
為
し
、
御
史
中
丞
を
偽
授
し
、
撃
断

か
く

ゆ
る

を
主
ら
し
む
。
時
に
思
明
、
宗
室
を
残
殺

せ
ん
と
す
れ
ぽ
、
謂

は
陰
れ
て
之
を
緩
く
す
、
全
活

の
者
、
数
百
人
な
り
。
又
た
賊
の
長
短

を
嚇
し
て
以

っ
て
聞
す
。
事
瀞
れ
、
思
明
は
大

い
に
怒
り
、
詣
罵
す
。
蔭
.じ
て
死
を
免
る
。
賊
、
平
ら
ぎ
、
太
子
中
允
に
除
せ
ら
れ
、

の

考
功
郎
中
に
遷
る
。
数
し
ば
召
見
さ
れ
事
を
言
ぶ
。

い
だ

代
宗
、
陳
に
居
す
。
謂
、
徒
歩
も
て
考
功
及
び
南
曹
の
印
を
懐

い
て
行
在

に
赴
く
。
帝
曰
く
、

「疾
風
に
勤
草

を
知
る
、
果
し
て
信

な
り
」
と
。
将
に
以

っ
て
御
史
中
丞
と
為
る
。
元
載
の
為
に
排
せ
ら
れ
、
河
東
道
の
租
庸
、
塩
鉄
等
の
使
と
為
る
。
時

に
関
輔
、
大
旱

ち
よ
う
ぽ

い
く
ば
く

た

り
。

謂

、

計

を

入

れ

る
。

代

宗

、

便

殿

に
召

見

し

、
謂

に
問

う

、

「
権

酷

の
利

、

一
歳

の
出

入
幾

何

ぞ

」
。

謂

、

久

し
く

対

え
ず

。

帝

復

た

問

う
。

対

え

て

曰

く
、

「
臣

に
思

う

所
有

り

」
。

帝

曰
く

、

「
何

を

か

思

う

」
。

対

え

て

曰
く

、
「
臣

は
河

東

よ
り

来

た

る
。

其

の
間

、

う

こ
こ
ろ

い
た

歴
る
所
の
三
百
里
、
農
人
愁
歎
し
、
穀
救
も
未
だ
種
え
ざ
る
を
見
る
。
誠
に
謂
え
り
、
陛
下
の
念
を
鯵

め
た
も
う

こ
と
、
先

に
人
の
疾

し
か
し

お
さ

苦
を
問
い
、
而
乃
て
臣
を
責
む
る
に
利
を
以

っ
て
す
。

孟
子
曰
く
、
『国
を
理
む
る
は
仁
義
の
み
、

何
ぞ
利
を
以

っ
て
為
さ
ん
や
』
と
。

よ

な

是
れ
に
由
り
て
未
だ
敢
て
即
ち
対
え
ざ
る
な
り
」。
帝
曰
く
、
「公

の
言
微
か
り
せ
ぽ
、

吾
れ
此
を
聞
か
ず
」。

左
司
郎
中
を
拝
す
。
上
、
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時

に
訪

ぬ
る
に
事
を
以

っ
て
す
。
執
政

の
者
之
を
忌
み
、
出
で
て
度
州
刺
史
と
為
り
、
饒

・
盧

・
毫
の
三
州
の
刺
史
を
歴
て
、
入
り
て

右
金
吾
将
軍
と
為
る
。

い
ま
し

徳
宗
新
し
く
即
位
し
、
刑
名
を
以

っ
て
天
下
を
治
む
れ
ば
、
百
吏
震
服
す
。
時
に
大
行
、
将
に
陵
事
を
蔵
め
ん
と
し
て
、
屠
殺
を
禁

ほ
ふ

ず
。
尚
父
郭
子
儀
の
家
奴
、
羊
を
宰

る
。
謂
、
奏
を
列
す
。
帝
は
強
禦
を
畏
れ
ざ
る
と
謂

い
、

之
を
善
し
と
す
。

或

る
人
曰
く
、
「
尚

じ

た
す

父
は
社
稜
に
功
有
り
、
豊
に
之
を
庇
く
こ
と
を
為
さ
ざ
ら
ん
や
」。
謂
、
笑

っ
て
曰
く
、
「君

の
知
る
所
に
非
ず
。
尚
父
は
方
に
貴
な
る

お
お

あ
ば

こ
と
盛
ん
な
り
、
上
は
新
し
く
即
位
し
、
必
ず
党
付

の
者
衆
し
と
謂
え
り
。
今
、
其
の
細
過
を
発

い
て
、
以

っ
て
権

を
侍
ま
ざ
る
を
明

す

の
み
。
吾
れ
上
に
は
以

っ
て
君
に
事
う
る
の
道
を
尽
し
、
下
に
は
以

っ
て
大
臣
を
安
ん
ず
。

亦
た
可
な
ら
ざ
ら
ん
や
」。

時

に
朝
堂

も
ろ

た
や

に
別
に
三
司
を
置
き
、
庶
も
ろ
の
獄
を
決
す
。
弁
争
の
者
、
輻
す
く
登
聞
鼓
を
撃
つ
。
謂
、
疏
を
上
し
て
曰
く
、
「
諫
鼓
、
諺
木

の
設
は
、

幽
柾
に
達
し
、
延
べ
て
直
言
す
る
所
以
ん
な
り
。
今
、
誰
猪
の
人
、
軽
し
く
天
聴
を
動
か
し
、
繊
微
を
争
う
。
若
し
然
ら
ぽ
、
安
ぞ
吏

も
て
あ
そ

ま

を
用

っ
て
治
め
ん
や
」。

帝
は
之
を
然
り
と
し
、

是
に
於
て
悉
く
有
司
に
帰
す
。
謂
は
法
吏
の
文
を
舞
び
、
或
た
宿
怨
を
挟
ん
で
重
軽

い
さ

い
く
ば
く

を
為
す
を
悪
み
、
因

っ
て
獄
官
の
箴
を
献
じ
て
以

っ
て
調
む
。
何
も
無
く
し
て
、
善
僧
の
法
に
抵
れ
る
所
に
坐
し
、
閲
州
の
司
馬
に
販

め

と
き

さ
る
。
徴
さ
れ
て
右
庶
子
と
為
り
、
千
牛
上
将
軍
に
改
ま
る
。
会
に
吐
蕃
入
憲
し
、
尋
い
で
吏
部
侍
郎
を
拝
し
、
御
史
大
夫
を
兼
ね
、

吐
蕃

の
使
と
為
る
も
行
か
ず
。
幾
ば
く
も
無
く
し
て
、
太
子
の
賓
客
に
転
じ
、
兵
部
侍
郎

に
進
み
、
河
南
サ
、
東
都
副
留
守
に
至
る
。

謂

は
凡
そ
五
世
、
河
南

の
為
に
し
、
寛
厚
和
易
を
以

っ
て
治
と
為
し
、
人
を
鞠
す
る
に
臓
を
以

っ
て
せ
ず
。
貞
元
九
年
十

一
月
、
疾

を
以

っ
て
終
る
。
年
七
十
五
、
礼
部
尚
書
を
贈
ら
る
。

以
上

の
伝
記
を
も
と
に
し
て
、
斐
謂
が
θ
1
㊧
の
条
件
を
満
足
す
る
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
考
察
し
て
み
よ
う
。

e

の
条
件
に
つ
い
て
。

こ
の
人
は

『
旧
唐
書
』
で
は
、

河
南
洛
陽
の
人
と
さ
れ
る
が
、
い
と
こ
の
斐
冑
伝

(
『旧
唐
書
』

一
二
二
)

に

は
、
其
の
先
は
河
東
聞
喜
の
人
と
あ
り
、

父
で
あ
る
斐
寛
は
緯
州
聞
喜
の
人

(『全
唐
文
』
二
七
八
)
で
あ
る
。

中
国

で
は
祖
先
の
本
貫

㈱

の
地
で
実
際
に
生
ま
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
先
祖
の
出
身
地
の
人
と
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
、

『
歴
代
名
画
記
』
巻
十

の
斐
謂
伝
で
は
実
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際
に
河
東

の
人
と
す
る
。
従

っ
て
θ
の
条
件
を
満
足
し
て
い
る
。
次
に
◎

の
条
件
で
あ
る
が
、
代
宗
が
陳

に
行
く
の
は
広
徳
元
年

(
七
六

三
)
十
月
で
、

そ
の
年

の
十
二
月
に
は
長
安
に
帰

っ
て
い
る
。

そ
し
て

関
輔
が
大
早
と
な
る
の
は
永
泰
元
年

(
七
六
五
)

の
春
で
あ
り

(『
旧
唐
書
』
十

一
)
、
『資
治
通
鑑
』
巻
二
二
三
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年

の
四
月
、
河
東
道
の
租
庸

・
塩
鉄
使
で
あ

っ
た
謂
は
代
宗
に
事
を
奏

し
て

い
る
。
ま
た
同
巻
二
二
四
、
大
暦
元
年

(七
六
六
)
二
月
の
条
に
は
、
「元
載
、

権
を
専
ら
に
し
、

事
を
奏
す
る
者
が
其

の
私
を
攻

あ
ば

め
計
く
を
恐
れ
、
乃
ち
請
う
、
百
官
凡
そ
事
を
論
ぜ
ん
と
す
る
に
、
皆
な
先
に
長
官
に
白
し
、
長
官
は
宰
相

に
白
し
、
然
る
後
に
奏
聞
せ

こ
の
ご
ろ

ん

こ
と
を
と
。
彷

っ
て
上

の
旨
を
以

っ
て
百
官
に
諭
し
て
曰
く
、
比
日
諸
司
の
事
を
奏
す
る
こ
と
煩
多
、
言
う
所
は
多
く
識
殿
な
り
、
故

に
長
官

・
宰
相

に
委
ね
て
先
に
其
の
可
否
を
定
む
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
顔
真
卿

は
上
疏
し
て
諫
す
る
が
、
却

っ
て
元
載
に
よ

っ
て

お
と疑

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
謂
が
執
政
の
元
載
に
忌
ま
れ
、
出
で
て
度
州
刺
史
と
な
る
の
は
、
永
泰
元
年
四
月
以
後
、
大
暦

元
年

の
頃
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
六
学
僧
伝
』
巻
五
の
道

一
伝
に
は
、
「
大
暦
中
、
斐
公
移
牧
盧
江
寿
春
」
と
あ
り
、
こ
の
推
定
を

裏
付

け
て
い
る
。
馬
祖
が
洪
州
開
元
寺
に
入
る
の
は
大
暦
四
年

(『釈
氏
稽
古
略
』
巻
三
)
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
頃
、

馬
祖
は
度
州
聾
公

山

に
い
た
の
で
あ
る
。
謂
は
度
州
刺
史
か
ら
、
饒

・
盧

・
毫
の
三
州

の
刺
史
を
歴
て
、
都
に
入

っ
て
右
金
吾
将
軍
と
な
る
。
饒
州
は
江
西

省
鄙
陽
県
治

の
地
で
、
鄙
陽
湖
を
は
さ
ん
で
洪
州
と
対
し
、
北
に
江
州
、
南
に
撫
州
と
境
を
接
し
、
江
南
西
道
に
属
す
。
盧
州
は
安
徽
省

盧
江
県
治
で
潅
南
道
に
属
し
、
毫
州
は
安
徽
省
毫
県
治
で
河
南
道
に
属
す
る
地
で
あ
る
。
『宋
高
僧
伝
』
に
い
う
斐
公

は
度
州
か
ら
鷹
江
、

寿
春

の
牧

に
移

っ
て
い
っ
た
人
で
、
盧
江
は
厘
州
の
こ
と
、
寿
春
は
寿
州

の
こ
と
で
潅
南
道
に
属
す
る
地
で
あ
る
。
共
通
す
る
の
は
度
と

盧
だ
け
で
、
饒

・
寿

・
毫
に
つ
い
て
は
共
通
し
な
い
。
し
か
し
、
『唐
書
』

の
記
述
に
し
ろ
、
『
宋
高
僧
伝
』
に
し
ろ
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ

た
経

歴
が
そ
の
人
の
全
て
の
経
歴
を
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て

『
唐
書
』
が
饒

・
盧

・
毫
の
三
州

の
刺
史

を
歴
た
と
述
べ
て
い
て
も
、

寿
州
が
見
落
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
、
『
宋
高
僧
伝
』

の
場
合
に
は
、

そ
の
傾
向
は
さ
ら
に

強
ま

る
。
そ
こ
で
斐
公
と
謂
が
同

一
人
物
だ
と
し
て
、
そ

の
経
歴
す
る
任
地
を
順
に
並
べ
て
み
る
と
度

・
饒

・
盧

・
寿

・
毫
の
順
に
な
り
、

決
し

て
ば
ら
ば
ら
で
は
な
く
正
し
く
順
に
都
に
近
づ
き

つ
つ
任
地
が
移

っ
て
い
く
様
子
を
示
し
て
お
り
、
斐
公
と
謂
が
同

一
人
物
で
あ
る
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こ
と

の
推
定
を
裏
付
け
て
い
る
。
最
後

に
㊧

の
条
件
に
つ
い
て
は
、
伝
記
よ
り
晩
年

の
頃
に
河
南
罪
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
『歴
代
名
画
記
』
巻
十
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

斐
謂
字
士
明
、
河
東
人
。
以
明
経
進
、
画
山
水
極
有
思
。
貞
元
中
為
吏
部
侍
郎
、
兼
御
史
大
夫
。
四
年
為
太
子
賓
客
、
左
散
騎
常
侍
。

　
　

五
年
為
兵
部
侍
郎
、
河
南
サ
。
貞
元
元
年
、
年
七
十
五
、
贈
兵
部
尚
書
。

こ
れ

に
よ

っ
て
貞
元
五
年

(七
八
九
)

に
河
南
サ
に
な

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
い
つ
ま
で
河
南
サ
で
あ

っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

こ
の
人

の
官
吏
と
し
て
の
最
後
の
職
は
、
東
都
副
留
守
で
あ
り
、
卒
し
た
と
き
も
東
都
副
留
守
で
あ

っ
た
。
『新
唐
書
』
巻
四
十
九
下
、

百
官
四

下
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

初
、
太
宗
伐
高
麗
、
置
京
城
留
守
、
其
後
車
駕
不
在
京
都
、
則
置
留
守
、
以
右
金
吾
大
将
軍
為
副
留
守
。
開
元
元
年
、
改
京
兆
、
河
南

府
長
吏
復
為
サ
、
通
判
府
務
、
牧
欠
則
行
其
事
。
十

一
年
、
太
原
府
亦
置
サ
及
少
サ
、
以
サ
為
留
守
、
少
サ
為
副
留
守
、
謂
之
三
都
留

守
。

こ
れ

に
よ
れ
ば
開
元
十

一
年
以
後
、
三
都

(京
兆

・
河
南

・
太
原
)

の
サ
は
留
守
を
、
少
サ
は
副
留
守
を
謙
任
し
て
い
た
ら
し
い
。
従

っ

て
斐
謂
は
河
南
サ
を
を
や
め
て
東
都
副
留
守

に
な

っ
た
の
で
は
な
く
、
謙
任
し
て
い
た
ら
し
く
、
貞
元
七
年

に
も
河
南

サ
で
あ

っ
た
可
能

性
は
き
わ
め
て
強
い
。

以
上
論
じ
て
き
た
ご
と
く
、
斐
謂
は
e
ー
@

の
条
件
を
満
足
あ
る
人
物
で
あ
り
、
斐
公
と
は
斐
謂
の
こ
と
と
推
定
し
て
ほ
ぼ
間
違

い
な

か
ろ
う
。

い
と
こ
の
斐
冑
は
貞
元
七
年

(七
九

一
)、

李
兼
の
後
を
受
け
て
江
西
観
察
使
と
な

っ
て
お
り
、
権
徳
輿
は
こ
の
人

の
推
薦
に
よ

っ
て

徳
宗

に
徴
さ
れ
、

貞
元
八
年

(七
九
二
)
正
月
に
太
常
博
士
と
な
る
の
で
あ
る
。

徳
輿

の

『塔
鉾
銘
井
序
』

の
中
で
斐
公
に
つ
い
て
詳
し

㈹

い
の
は
、
こ
の
人
の
情
報
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
冑

は
西
堂
智
蔵

に
帰
依
し
て
お
り
、
馬
祖

の
関
係
者
と
の
つ
な
が
り
が

深
い
。
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斐
羅
1

父

の
寛
は
開
元
の
末
期
に
河
南

の
サ
と
な
り
、

寛

に
代

っ
て
安
禄
山
が
苑
陽
節
度
と
な
る
。

治
を
行

っ
た
た
め
、

ら
れ
た
人
が
多

い
。

よ
篤
し
」
と
あ

っ
て
、

巻
五

「怪
術
」

子

の
礼
を
と

っ
た
。

に
父
母
と
共

に
参
列
し
た
の
で
あ
る
。

ゆ

で
あ
る
。

斐
謂

は
名
門
に
生
ま
れ
、
め
ぐ
ま
れ
た
環
境
で
育

っ
た
が
、
安
史
の
乱
に
ま
き
込
ま
れ
、
生
死
を
賭
し
た
働
ら
き
で
唐
室
の
人
々
を
救

う
。
度
州
刺
史
と
な
る
の
は
、
先
に
考
察
し
た
如
く
、
永
泰
元
年
～
大
歴
元
年

の
頃
で
あ
る
。

こ
の
地
に
開
法
し
て
約
十
年
、
町
の
人
々

「

公
緯

引
㌦

詑
劉

(
…催
…
(9
乙i
七
=
エ
ハ

新

;

一〇
)

)

(
旧

一
〇
〇
)

(
旧

一
〇
〇
)

1

公
繹

i

無

悔

1
-
-
寛

(
六

八

一
-

七

五

五

)

(旧
一。
。
)

一
壁

能
α。
W

購

津

陸

七
九
三
)

血犀
銑

の
娘

(旧

一
二
六
)

ー
殉

-
京

冑

(七
二
九
-

八
〇
三
)

(新

コ
ご
○
)

(旧

一
二
二
)

善
政
を
し
い
た
。

天

宝

初

(七
四
二
)
に
萢
陽
節
度
使
と
な

っ
て
お
り
、
三
年

に
は

史
思
明
が
寛

の
部
下
で
あ

っ
た
の
は
こ
の
頃
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
寛
は
清
簡
を
以
て
政

人
々
に
愛
さ
れ
、
望
ま
れ
て
宰
相

の
輔
佐
を
も

つ
と
め
た
。
兄
弟
八
人
は
皆
な
明
経
に
及
第
し
、
甥
姪
に
も
名
の
知

い
よ

『新
唐
書
』
巻

=
二
〇
に
は
、
「
然
れ
ど
も
仏
に
惑

い
、
喜
ん
で
桑
門
と
遊
び
、
其
の
書
を
習
論
し
、
老
に
し
て
弥
い

仏
教

に
深
く
帰
依
し
、
造
詣
が
深
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
し
め
る
。
『宋
高
僧
伝
』
巻
九

の
普
寂
伝
、
『
西
陽
雑
姐
』

に
依
れ
ば
、
寛
は
仏
教
に
深
く
帰
依
し
、
普
寂
禅
師

(六
五

一
-
七
三
九
)
に
師
事
し
、
朝
夕
、
禅

師
の
も
と
を
尋
ね
弟

そ
の
葬

に
は
妻
子
と
共
に
喪
服
を
着
て
、
城
を
出
て
こ
れ
を
送

っ
た
と
い
う
。
そ
の
時
、
謂

は
二
十
歳
で
、

こ
の
葬

鮒

母
は
潤
州
刺
史
章
銑

の
娘
で
あ
り
、
章
銑

は
牛
頭
禅
を
承
け
る
玄
素
を
鶴
林
寺

に
居
ら
し
め
た
人



の
評
判
と
な

っ
て
い
た
道

一
の
こ
と
を
聞
き
伝
え
て
、
す
ぐ
さ
ま
そ
の
門
を
く
ぐ

っ
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
馬
祖
禅
が
都

に

進
出
す
る
の
は
、
こ
の
人
や
、
こ
の

一
族
の
帰
依
に
よ
る
力
が
大
き
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
地
で
従

っ
た
人
に
、
百
丈
懐
海

(七
四
九
-
八

一
四
)
、
郷
州
無
等

(七
四
九
ー
八
三
〇
)
、
塩
官
斉
安

(七
五

一
?
ー
八
四
二
)

ら
が

お
り
、
径
山
に
投
じ
て
出
家
し
た
伏
牛
自
在

(七
四

一
-
八
二

一
)
も
こ
の
地
で
馬
祖
に
参
じ
た
人
で
あ
る
。
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(十)

乾

州

と

都

昌

馬
祖
が
教
化
に
赴
い
た
地
と
し
て
、
乾
州
と
都
昌
の
地
を
挙
げ

て
い
る
資
料
が
あ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
。

㈲

宗
密

『
円
覚
経
大
疏
紗
』
巻
三
之
下
に
、
「乾
州

・
洪
州

・
慶
州
に
住
し
、

或

い
は
山
或
い
は
廓
、

広
く
供
養
を
開
き
、
道
流
を
接
引

し
、
大
い
に
此
の
教
を
弘
む
」
と
あ
る
。
洪
州

・
度
州
に
つ
い
て
は
従
来
よ
り
馬
祖
の
接
化

の
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
乾
州
に
つ

㈹

い
て
は
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
。
乾
州
は

『
新
唐
書
』
四
十
二

「地
理
六
、
剣
南
道
」
に
、
「
乾
州
、
下
。
大
暦
三
年
開
西
山
置
」
と
あ
り
、

『中
国
地
名
大
字
典
』
(中
華
民
国
国
立
北
平
研
究
院
)

に
よ
る
と
、
「唐
置
、
属
剣
南
道
。

五
代
因
之
。

宋
属
羅
魔
成
都
府
路
茂
州
。
今

四
川
茂
県
西
」
と
あ
る
。
茂
県
は
波
川
県
の
東
北
に
当
り
、
馬
祖
の
故
郷
に
近
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
暦
三
年

(
七
六
八
)
は
馬
祖
が
洪

州
開

元
寺
に
入
る

一
年
前
で
、
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
洪
州
馬
と
し
て
名
を
馳
せ
る
の
で
あ
り
、
洪
州

に
入

っ
て
か
ら
乾
州

に
行

っ
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
『
承
襲
図
』
で
は
、
『円
覚
経
大
疏
砂
』
と
ほ
ぼ
同
じ
語
句
を
使
い
、
同
じ
内
容
を
述
べ
な
が
ら
、
乾
州
が
除
外
さ
れ
て

㈲

い
る
。
『大
疏
紗
』
は
長
慶
ニ
ー
三
年

(
八
二
ニ
ー
三
)
に
成
り
、
『承
襲
図
』
は
大
和
五
年

(
八
三

一
)
頃
に
成

っ
た
も

の
で
、
『
承
襲
図
』

で
は
、
よ
り
洪
州
馬
を
強
調
せ
ん
が
た
め
に
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
宋
代
の
資
料
に
は
故
郷

に
帰
る
話
が
で
き
く
る
が
、
そ
の
ま

ま
史
実
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
長
松
山
は
簡
州
に
在
り
、
音
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宗
密
が
乾
州
と
誤
記

し
た
と
も
考
え
ら

れ
な

い
こ
と
も
な
い
が
、
長
松
山
馬
と
馬
祖
の
同
定
も
推
定
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
簡
州
を
乾
州
と
誤
記
し
た
と
積
極
的
に
推

定
で
き
な
い
。
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『江
西
通
志
』
巻
百
二
十
四

「
寺
観
四
」
に
、
「新
開
寺
在
都
昌
県
治
西
南
。
唐
開
元
中
馬
祖
道

一
禅
師
建
」
と
あ

る
。
こ
の
寺
観
の
部

に
は

「
唐
馬
祖
建
」
と
さ
れ
る
寺
が
、
靖
安
県

・
星
子
県

・
都
昌
県

・
建
昌
県
な
ど
に
か
な
り
散
在
す
る
。
馬
祖
は
洪
州
馬
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
洪
州

の
地
の
ま
わ
り
に
彼

の
遺
跡
が
伝
承
さ
れ
て
い
て
不
思
議
は
な
い
。
た
だ
新
開
寺
の
条
に
は

「
唐
開
元
中
建
」
と
具
体
的

㈹

な
年
代
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
更
に
こ
の
都
昌
の
地
に
か
た
ま

っ
て
馬
祖
所
建
の
寺
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

馬
祖
は
こ
の
地
と
も
何
ら
か
の
関
係
が
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
都
昌
は
江
州
薄
陽
郡
に
属
し
、
洪
州
と
は
都
陽

湖
を
隔
て
て
隣
接
す

る
。
都
昌
と
の
関
係
を
、
馬
祖
が
洪
州
に
入

っ
て
以
後
、
こ
の
地
に
遊
化
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
開
元

年

中
の
建
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
信
ず
れ
ば
、
馬
祖
の
開
法
の
時
期
は
天
宝
以
前
と
な
り
、
南
岳
を
下
り
る
時
期
も
変

っ
て
く
る
。

し

か
し
、
他

に
資
料
が
な
く
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
馬
祖
が
都
昌

へ
遊
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
洪

州

へ
入

っ
て
以
後

の
こ
と
と
し
て
は
あ
り
得
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
開
元
年
中

の
こ
と
と
す
る

『
江
西
通
志
』

の
記
載
に
は
疑

問
を
懐
か
ざ
る
を
得
な
い
。

乾
州

・
都
昌
で
の
教
化
に
つ
い
て
は
他
の
資
料
が
な
く
、
馬
祖
の
伝
記
の
ど
の
時
期

に
そ
の
教
化
を
当
て
る
の
か
も
問
題
で
、
定
か
で

な

い
。
こ
こ
で
は
単
に
そ
う
い
っ
た
資
料
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

(十)

洪

州

開

元

寺

馬
祖
が
洪
州
開
元
寺
に
入
る
の
は
、
大
暦
中

(七
六
六
-
七
七
九
)

の
こ
と
と
さ
れ
る
。
『宋
高
僧
伝
』
巻
十

の
馬
祖
伝

に
よ
れ
ば
、

あ
ま
ね
く

き

大
暦
中
、
聖
恩
漕
沿
、
名
を
開
元
精
舎
に
隷
す
。
其

の
時
、
連
率
路
公
、
風
を
胎
き
景
慕
す
。
鍾
陵
の
壌
、
巨
鎮
奥
区
な
る
を
以
て
、

政

に
柱
を
易
う
る
の
絃
有
り
。
人
同
じ
く
湊
毅
す
。

と
あ
る
。
即
ち
馬
祖
が
開
元
寺
に
入

っ
て
か
ら
、
路
公
が
景
慕
し
た
の
で
あ
り
、
路
公
が
馬
祖
を
開
元
寺
に
入
れ
た
の
で
は
な
い
。

一
方
、

碑
銘

に
よ
れ
ば
、
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ゆ
き
か
い

大
暦
中
、
尚
書
路
翼
公
の
連
帥
と
為
る
や
、
舟
車
労
午
、
請
う
て
理
所
に
居
ら
し
む
。

と
あ

っ
て
、
路
公
が
連
帥

(江
西
観
察
使
)
と
な
り
、
そ
の
請

に
よ

っ
て
開
元
寺
に
入

っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
鈴
木
氏
が

「馬
祖
が
洪

州
開

元
寺
に
入
る
の
は
路
嗣
恭
の
請
に
よ
る
も
の
」
(前
掲
論
文
)
と
さ
れ
る
の
は
、

碑
銘
を
頭
に
置

い
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。

碑
銘

の

正
式

な
題
は

「
洪
州
開
元
寺
石
門
道

一
禅
師
塔
碑
銘
井
序
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
序
の
中
に
も
、

銘
の
中
に
も
開
元
寺

の
名
は
出
て
こ
な

い
。

な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た

『宋
高
僧
伝
』
に
は
、

建

中
中
に
詔
有
り
、
僧

の
隷
す
る
所

の
如
く
、
将
に
旧
壌
に
帰
せ
し
む
。
元
戒
飽
公
、
密
か
に
留
め
て
遣
ら
ず
。

と
述
べ
て
お
り
、
何
か
事
件
が
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
要
す
る
に
洪
州
に
入
っ
た
馬
祖
に
つ
い
て
の
記
述
に
、
何

か
す

っ
き
り
し
な

い
も

の
が
あ
る
。

路
公
と
は

『旧
唐
書
』

=

一二
、
『新
唐
書
』

一
三
八
に
伝
の
立
て
ら
れ
て
い
る
路
嗣
恭

(
七

一
一
ー
七
八

一
)

の
こ
と
で
あ
る
。

彼

が
江
西
観
察
使
と
な
る
の
は

『
旧
唐
書
』
十

一
の
代
宗
本
紀
に
よ
れ
ば
、
大
暦
六
年
十
二
月
己
未
に
江
西
観
察
使
魏
少
遊
が
卒

し
た
後
、

七
年

(
七
七
二
)
正
月
に
観
察
使
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
同
巻

一
二
二
の
彼
の
本
伝
、
同
巻

=

五
の
魏
少
遊
の
本
伝
に
よ
れ
ば
、

少
遊

は
大
暦
六
年
三
月
己
未
に
卒
し
て
お
り
、
そ

の
年
の
七
月
に
路
嗣
恭
が
観
察
使
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
説
が
正
し
い

の
か
分
か
ら
な
い
が
、
馬
祖
は
大
暦
七
年

の
頃
、
嗣
恭
に
請
わ
れ
て
理
所
に
居
た
の
で
あ
る
。
理
所
と
は
文
字
通
り
に
は

「政
務
を
執
る

所
」

の
意
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
が
馬
祖

の
道
場
と
な

っ
た
の
だ
か
ら
開
元
寺
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、

『宋
伝
』
の
記
述
を
参
照
す
る
な
ら

ば
早
計
す
ぎ
る
。
そ
れ
に
路
嗣
恭
に
請
わ
れ
て
開
元
寺

に
入

っ
た
の
な
ら
、
な
ぜ

「請
居
開
元
寺
」
と
言
わ
な
い
の
か
。
ま
た

『宋
伝
』

巻
十

の
馬
祖
伝
に
附
伝
さ
れ
る
智
蔵
伝
に
も

「
元
戒
路
嗣
恭
、
請
大
寂
居
府
」
と
あ

っ
て
、
開
元
寺
に
居
ら
し
め
た
と

は
言
わ
な
い
。

つ

ま
り
理
所
は
開
元
寺
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
『宋
伝
』

の
記
述
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

馬
祖
が
洪
州
開
元
寺
に
入

っ
た
後
、

路
嗣
恭
が

江
西
観
察
使
と
な
り
、
洪
州
に
や

っ
て
来
る
。
そ
こ
で
馬
祖
の
風
を
聞
き
、
開
元
寺
よ
り
理
所

に
移
ら
し
め
た
の
で
あ

る
。
建
中
詔
の
事

件
で
は
、
元
戒
飽
公
が
密
か
に
留
め
て
旧
壌
に
帰
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
鈴
木
氏
に
よ
れ
ぽ

「
路
嗣
恭
の
請

に
よ

っ
て
開
元
寺
に
住
し
、
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㈲

居

る
こ
と
僅
か
十
年
で
、
詔
に
よ

っ
て
旧
壌

(聾
公
山
か
)

に
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
飽
防
に
と
ど
め
ら
れ
そ
の
ま
ま
住
し
た
L
と
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と

『宋
伝
』
に
い
う

「僧
の
隷
す
る
所
の
如
く
」
と
い
う
言
葉
が
浮
き
上
が

っ
て
し
ま
う
。
文
脈
か
ら
は
、
僧
の
隷
す
る
所
が

即
ち
旧
壌
な
の
で
あ
る
。
馬
祖
が
名
を
隷
し
て
い
た
の
は
開
元
寺
で
あ
り
、
そ
の
通
り
に
住
し
て
い
た
の
な
ら
、
建

中
詔
は
馬
祖

の
問
題

と
し
て
起

っ
て
こ
な
い
。
即
ち
馬
祖
は
嗣
恭
に
請
わ
れ
て
開
元
寺

よ
り
理
所
に
移

っ
て
か
ら
ず

っ
と
理
所
に
住
し
、
開
元
寺

に
は
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
詔
が
あ

っ
た
と
き
、
飽
公
が
理
所
に
と
ど
め
て
、
開
元
寺

に
帰
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と

『宋
伝
』
の
記
述
を

解

し
た
い
。

そ

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
開
元
寺
の
所
在
地
で
あ
る
。
『江
西
通
志
』

一
二

一

「寺
観

一
」
に
、

も
と

佑
清
寺
、
新
建
県
崇
梵
坊
に
在
り
、
初

め
郡
の
故
の
子
城

の
西
に
鮫
井
有
り
、

梁

の
葛
鱒
宅
の
東
南
に
在
り
。

天
監
中

(五
〇
二
ー

五

一
九
)
、
龍
、
井
中
に
闘
う
。

予
章
王
薫
綜
、
大
仏
を
造
り
て
之
を
鎮
む
。
鱒
は
復
た
太
清
初

(五
四
七
)

に
於
て
宅
を
捨
て
、
大

仏
寺
と
名
つ
く
。
唐
の
開
元
の
間
、
改
め
て
開
元
寺
と
為
す
。
明
皇
銅
像
有
り
、
真
容
殿
と
号
す
。
大
暦
の
間
、

馬
祖
、
道
場
を
此

に

や
け

建

つ
。
戒
壇
浴
室
の
遺
蹟
有
り
。
大
中
の
間

(八
四
七
ー
八
五
九
)
、
熾
る
。
後
、
南
平
王
鍾
伝

(?
1
九
〇
六
)
、
復
た
建
て
て
上
藍

院
と
為
し
、
以
て
上
藍
山
僧
令
超

(?
1
八
九
〇
)
を
居
ら
し
む
。
宋
の
真
宗
の
時

(九
九
七
ー

一
〇
二
二
)、

承

天
寺
と
改
め
、

政

和

の
間

(
一
=

一
-
八
)、

能
仁
寺
と
改
む
。
明
初
、
寺
阯
を
以
て
南
昌
県
治
を
創
り
、
寺
を
元
に
遷
す
。

故

に
帝
師
殿
と

一
に
云

う
。
即
ち
鍾
伝
の
故
居
な
り
。
景
泰
の
間

(
一
四
五
〇
ー
七
)
、

今

の
名

に
更
う
。

蔵
経
閣
有
り
、
万
暦

の
間
、
古
心
禅
師
道
安

の
建

な
り
。

と
あ
り
、
新
建
県
に
あ
る
と
い
う
。
新
建
県
は
は
、
同
巻
二

「
地
理
沿
革
表
、
南
昌
府
」

に
、
「
宋
の
太
平
興
国
六
年

(九
八

一
)、
南
昌

県

西
北
境
の
洪
崖
等
の
十
六
郷
を
分
け
、
新
建
県
を
置
き
、
南
昌
と
郭
下
を
分
治
す
」
と
あ
り
、
元

・
明

・
清
代
を
通
じ
て
置
か
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が

『輿
地
紀
勝
』
巻
二
十
六

「
隆
興
府
」
で
は
、

上
藍
院
、
府
城
に
在
り
、
唐
の
大
暦
中
、
馬
祖
道

一
禅
師
、
嘗

て
道
場
を
此
に
建

つ
。
…
今
、
院
は
府
城

の
叢
杯
第

一
た
り
。

■
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と
あ
り
、
隆
興
府
城

に
在
る
と
い
う
。
『
大
明

一
統
志
』
四
十
九
、
も
、

永
寧
寺
、
府
城
内

に
在
り
。
旧
名
は
能
仁
上
藍
禅
院
。
唐

の
馬
祖
禅
師
、
梁
の
葛
繹
の
宅
を
以

っ
て
建
つ
。

と
あ

っ
て
、
府
城
内

に
在
り
と
す
る
が
、
『
大
清

一
統
志
』

一
八
六
で
は
、
新
建
県
治
の
東

に
在
り
と
言
う
。

そ
こ
で
詳
し
く
調
べ
て
み

る
と
、
『大
明

一
統
志
』
で
府
城
と
さ
れ
る
所
を

『
大
清

一
統
志
』
で
は
、

新
建
県
と
南
昌
県
に
は

っ
き
り
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。

ま

た

『
江
西
通
志
』
巻

二

四

「勝
蹟
略
二
、
署
宅

ご

で
は
、

南

平
王
鍾
伝
宅
、
府
城
崇
梵
坊
に
在
り
。
今
、
永
寧
寺
た
り
。

と
あ
り
、
新
建
県
崇
梵
坊
が
南
昌
府
城
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
新
建
県

の
ま
ち
と
い
っ
て
も
、
南
昌
の
ま
ち
か
ら
数
十
キ

ロ

も
離
れ
た
所
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
南
昌
府
城
を
分
か
っ
て
、

一
方
を
新
建
県

の
ま
ち
、

一
方
を
南
昌
県

の
ま
ち
と
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
「南
昌
と
郭
下
を
分
治
す
」
と
は
、

そ
う

い
う
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
開
元
寺
は
南
昌
府
城

の
新
建
県
側
に
所

在
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
筆
者
が
開
元
寺

の
場
所
を
問
題

に
し
た
の
は
、
開
元
寺
が
新
建
県
東
に
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
南
昌
よ

り
離
れ
た
所
に
あ

っ
た
こ
と
が
証
明
で
き
れ
ぽ
、
こ
れ
ま
で
の
推
理
の

一
つ
の
証
明
に
な
る
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
も
く

ろ
み
は
崩
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
開
元
寺
と
理
所
の
関
係
に
つ
い
て
、

次

の
よ
う
に
推
測
で
き
な
い
か
。
「馬
祖
が
開
元
寺
に
住
し

て
い
た
期
間
は
二
～
三
年
で
、
嗣
恭
に
請
わ
れ
て
開
元
寺
の
住
職
の
ま
ま
で
理
所
に
移
り
、
実
際

に
は
そ
こ
が
馬
祖

の
道
場
と
な
る
。
そ

の
道

場
は
大
中
中
に
焼
け
る
が
、
鍾
伝
が
そ
こ
に
上
藍
院
を
建
て
、
令
超
を
住
せ
し
め
、
馬
祖
の
道
場
と
し
て
言

い
伝

え
ら
れ
る
。
後
世

〔補
注
〕

に
な
る
と
馬
祖
の
道
場
イ

コ
ー
ル
開
元
寺
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
、
本
来
の
開
元
寺
の
場
所
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま

っ
た

の
で
あ
る
」
と
。

『釈
氏
稽
古
略
』
巻
三
に
よ
れ
ば
、
「代
宗
大
暦
四
年
、
隷
名
鍾
陵
開
元
寺
」
(T
四
九
ー
八
二
九

c
)
と
あ
り
、

馬
祖
が

開
元
寺
に
入

る
の
は
、
大
暦
四
年

(七
六
九
)

の
こ
と
と
す
る
が
、
納
得
で
き
る
説
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
開
元
寺
入
り
は
、
斐
謂

が
饒
州

.
盧
州

の

牧
に
移

っ
て
い
く
頃
と
重
な
り
そ
う
で
、

こ
の
官
寺

に
名
を
隷
す
る
に
当

っ
て
、
斐
謂
の
力
が
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

建
中
詔
の
内
容
や
馬
祖
の
事
件
に
つ
い
て
は
、

詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
飽
公
と
は

『
旧
唐
書
』

}
四
六
、
『
新
唐
書
』

一
五
九
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に
伝

の
あ
る
飽
防

(七
二
二
ー
七
九
〇
)

の
こ
と
で
あ
る
。
江
西
観
察
使
は
、
路
嗣
恭
が
大
暦
十
三
年

(
七
七
八
)
十
二
月
に
兵
部
尚
書

あ

の

と
為

っ
た
後
、
杜
亜

(七
二
五
-
七
九
八
)

・
張
鑑

・
崔
昭
と
変
り
、
建
中
元
年

(
七
八
〇
)
四
月
か
ら
三
年
ま
で
、
飽
防
が
そ
の
職
に

就

い
た
。
『六
学
僧
伝
』
巻
五
の
馬
祖
伝
で
は
、

こ
の
事
件
を
建
中
初

の
こ
と
と
す
る
。

飽
防
は
こ
の
詔
に
反
し
て
、
密
か
に
引
き
留
め

て
旧
壌
に
帰
ら
せ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
時

に
馬
祖
も
詔
勅

に
背

い
た
こ
と
に
な
る
。
馬
祖

の
側

に
も
飽
防

の
側
に
も
、
こ
れ
に
よ

っ
て
罰
を
受
け
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
と
こ
ろ
が

『
旧
唐
書
』

一
二
六
の
斐
謂
伝

に
は
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

時
於
朝
堂
、
別
置
三
司
以
決
庶
獄
、
弁
争
者
輻
撃
登
聞
鼓
、
謂
上
疏
日
、
「
夫
諫
鼓
諺
木
之
設
、

所
以
達
幽
柾
、

延
直
言
。
今
軽
猜
之

人
、
援
桿
鳴
鼓
、
始
動
天
聴
、
童
因
繊
微
。
若
然
者
、
安
用
吏
理
乎
」
上
然
之
、
悉
帰
有
司
。
謂
以
法
吏
舞
文
、
多
挟
宿
怨
、
因
献
獄

官
箴
以
颯
。
無
何
、
坐
所
善
僧
抵
法
、
販
閲
州
司
馬
。

こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
善
僧

(仲
の
よ
い
僧
)

の
こ
と
が
気
に
か
か
る
の
で
あ
る
。
『
旧
唐
書
』
五
十

「刑
法
」
に
は
、

建
中
二
年

(七

㈹

八

一
)
三
司
使
を
罷
め
、
旧
に
復
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
す
る
と
謂
が
上
疏
し
た
の
は
、
建
中
初
～
二
年

の
こ
と
と
な
る
。
善
僧
が

ふ

法

に
抵
れ
た
の
に
坐
し
て
疑
さ
れ
る
の
は
、
獄
官

の
箴
を
献
じ
て
間
も
な
く
し
て
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
上
疏
し
た
と
き
と
獄
官

箴

を
献
じ
た
と
き
と
が
、
何
年
も
隔
た

っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
、
善
僧

に
坐
し
た
の
は
建
中
二
年
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
時
期
と
考

え

て
よ
か
ろ
う
。

一
方
、
馬
祖

の
詔
勅
違
反
が
表
沙
汰

に
な
る
の
は
、
飽
防

の
後
を
承
け
て
、
建
中
三
年
十
月
に
曹

王
泉
が
江
西
節
度
使

と
な

っ
た
頃
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
善
僧

に
坐
し
た
時
期
と
ほ
ぼ

一
致
し
そ
う
で
あ
る
。

斐
謂
伝
に
い
う
善
僧
が
馬
祖
で
あ
る
と
い
う
確
証

は
何
も
な
い
。
飽
防

の
側
に
罰
を
得
た
と
い
う
記
録

の
な
い
こ
と
も
気
が
か
り
で
あ

る
。
し
か
し
、
馬
祖
と
斐
謂
の
関
係
、
開
元
寺

へ
の
入
寺

に
は
謂

の
力
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
碑
銘
は
開
元
寺

の
こ
と
に
も
、
建

中
詔
の
事
件
に
も
触
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
碑
銘
を
書

い
た
徳
輿
は
、
嚢
謂

の
い
と
こ
で
あ
る
斐
冑

の
推
挽
に
よ

っ
て
徳
宗
に
召
さ
れ

る
こ
と
な
ど
を
考
え
た
と
き
、
馬
祖
は
こ
の
詔
勅
違
反
に
よ

っ
て
罰
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
斐
謂
が
連
坐
し
た
の
で
は
な
い
か
。
碑
銘

は
そ
の
こ
と
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
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大
暦
四
年
、
洪
州
開
元
寺

に
入

っ
た
馬
祖
は
、
大
暦
六
ー
七
年
頃
に
江
西
観
察
使
と
な

っ
て
こ
の
地
に
来
た
路
嗣
恭

に
景
慕
さ
れ
、
請

わ
れ

て
理
所
に
移
る
。
そ
れ
よ
り
四
方
の
修
行
者
が
雲
集
し
、
後
に
洪
州
馬
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
こ
こ
で
名
を
成
し

て
多
く
の
弟
子
を

打
ち
出
す

の
で
あ
る
。
こ
の
地
で
従

っ
た
人
々
を
あ
げ
る
と
、
扮
州
無
業

(七
六
二
～
八
二
三
)、
五
洩
山
霊
黙

(
七
四
七
i
八

一
八
)、

東
寺
如
会

(七
四
四
-
八
二
三
)、
南
泉
普
願

(七
四
八
-
八
三
四
)、

芙
容
山
太
銃

(
七
四
七
ー
八
二
六
)
、

丹
霞
天
然

(七
三
九
i
八

二
四
)
、
江
州
興
果
寺
神
湊

(
七
四
四
ー
八

一
七
)
、
灘
州
開
元
寺
道
行

(七
五
二
ー
八
二
〇
)
、
羅
浮
山
道
行

(七
三

一
-
八
二
五
)
、
呂

后
山
寧
責

(七
五
四
ー
八
二
六
)、
九
井
山
玄
策

(?
1
八
五
四
)、
雲
秀
山
神
豊

(?
ー
八
四
四
)
、

帰
宗
智
常
ら
が

お
り
、

そ
し
て
大

暦
十

三
年
に
は
永
泰
和
尚

(七
六

一
ー
八
二
九
)
が
、
建
中
初
に
は
天
皇
道
悟

(七
四
八
-
八
〇
七
)
が
参
じ
て
い
る
。

　+
四

石
門

山
ー

入
寂
1

(

開

元
寺

に
入

っ
た
馬
祖
は
、
示
寂
の
と
き
ま
で
そ
こ
に
住
し
て
い
た
と
普
通
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際

に
開
元
寺
に
住
し

て
い
た
の
は
二
～
三
年
で
、
以
後
理
所
に
移
る
。
で
は
理
所
で
示
寂
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『宋
高
僧
伝
』
は
次
の
よ
う

に
い
う
。

戊

辰
の
歳

に
至
り
、
挙
措
常
の
如
く
、
請
う
て
沐
浴
し
詑
り
、
假
然
と
し
て
加
践
し
帰
寂
す
。
享
年
八
十
、
僧
騰
五
十
。
先
に
建
昌
の

め
ぐ

が
ら
ん

鄙

に
山

の
石
門
と
名
つ
く
あ
り
。
環
ら
す
に
絶
鰍
を
以
て
し
、
陽
と
し
て
洞
整
と
為
る
。
平
坦
、
中
に
在
り
。
幽
偏

な
る
こ
と
自
ら
久

し
。
是
れ
薪
火
塵
劫

の
会
を
謀
り
、
岡
阜
地
霊

の
吉
を
議
す
る
に
非
ず
。
亜
相
観
察
使
な
る
朧
西
の
李
公
、
藩
寄

〔
治
〕
厳
属
に
し
て

も
と

こ
こ

は
る

お
も

素

よ
り
欽
承
す
る
所
な
り
。
干

に
以
て
徒
を
率

い
て
依
帰
し
、
緬
か
に
助
理
を
懐
う
。

馬
祖

は
入
寂
の
前
、
石
門
に
登
り
、
そ
こ
を
終
焉

の
地
と
し
た
こ
と
は
、
碑
銘
に
も
見
え
る
。
『
天
聖
広
灯
録
』
巻
八
に
は
、

師
於
貞
元
四
年
正
月
、
登
建
昌
石
門
山
、
於
林
中
経
行
、
見
洞
墾
平
坦
、
峯
轡
秀
抜
。
謂
侍
者
日
、
藪
吉
祥
所
、
乃
吾
終
焉
之
地
　
。

既
而
示
病
。

と
あ

っ
で
、

石
門
山
で
入
寂
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

『
伝
灯
録
』
で
は
、
「
当
於
来
月
、
帰
薙
地
癸
。
言
詑
而
廻
」
と
あ
り
、
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鍾
陵

へ
帰

っ
て
入
寂
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
元
本
の
割
注
に
も
、
「按
ず
る
に
権
徳
輿
、

塔
銘
を
作

っ
て
言
わ
く
、
馬
祖
、
開

元
寺
に
終
る
。
石
門
山
に
茶
砒
し
、
塔
を
建

つ
」
と
言
う
が
、

徳
輿
の
塔
銘
は
、
「開
元
寺
に
終
る
」
な
ど
と
言

っ
て
い
な
い
。

馬
祖
イ

コ
ー
ル
開
元
寺
と
す
る
後
世
の
人
の
思
い
込
み
に
よ
る
誤
解
で
あ
る
。
『宋
伝
』
に
亜
相
観
察
使
李
公
が

「徒
を
率

い
て
依
帰
し
、

緬
か

に
助
理
を
懐
う
」
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
李
公
は
鍾
陵
で
馬
祖
に
参
じ
た
の
で
は
な
く
、
石
門
に
行

っ
た
の
で
あ
り
、
従

っ
て
入
寂

の
地

も
石
門
山
で
あ
る
と
筆
者
は
推
理
す
る
。

晩
年
、
な
ぜ
南
昌

の
地
を
離
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
詔
勅
違
反
が
表
沙
汰
と
な
り
、
罰
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
南
昌
を
離

れ

た
の
は
、
事
件
が
発
覚
し
た
と
思
わ
れ
る
建
中
三
～
四
年

(七
八
二
ー
三
)
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
碑
銘
に

「貞
元
元
年
、
成

紀
李
公
、
以
侍
極
司
憲
、
臨
長
是
邦
、
勤
護
法
之
誠
、
承
最
後
之
説
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
貞
元
元
年

(七
八
五
)

頃
に
は
、
石
門
山

に

入

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈲

李
公
と
は
貞
元
元
年
に
江
西
観
察
使
と
な

っ
た
李
兼
の
こ
と
で
、
徳
輿
を
判
官
に
採
用
し
、
次
い
で
府

の
監
察
御

史
と
し
た
人
で
あ
り
、

ま
た
西
堂
智
蔵

に
も
帰
依
し
て
い
る
。
彼
は
貞
元
七
年

(七
九

一
)
正
月
に
斐
冑
が
江
西
観
察
使
に
任
ぜ
ら
れ
る
ま
で
、
こ
の
職

に
あ

っ

た
。石

門
山

は
、
碑
銘
に
は

「鍾
陵

の
西
を
海
昏
と
日
う
、
海
昏
の
南
鄙
に
石
門
山
有
り
」
と
い
い
、
靖
安
県
北
西
十
里
に
在
る
。
山
麓

に

渤
潭
が
あ
り
、
そ
の
近
く
に
寺
が
あ
る
。
宝
峯
寺

(院
)
と
も
渤
潭
寺
と
も
い
わ
れ
る
。
『江
西
通
志
』

一
二

一
で
は
、

初
め

渤
潭
寺
と

い
う
名
で
あ

っ
た
が
、
馬
祖

の
塔
が
蔵
さ
れ
た
こ
と
で
、

名
を
宝
峯
寺
に
改
め
た
と
い
い
、

元
本

『伝
灯
録
』
の
割
注
で
は
、
「
大
中
四

年

七
月
に
至

っ
て
、
宣
宗
は
江
西
観
察
使
斐
休
に
勅
し
て
、
重
ね
て
塔
並
び
に
寺
を
建
て
し
め
、
額
を
宝
峯
と
賜
う
」
と
あ
り
、
宝
峯
寺

し
　ゆ
の
う
お
あ
め
ゆだ
　
　

と
呼
ば
れ
る
の
は
、
大
中
四
年

(八
五
〇
)
以
後
で
あ
る
。
『輿
地
紀
勝
』
巻
二
十
六
に
は
、
「
宝
峯
院
在
靖
安
県
北
石
門
山
。
唐
正
元
中
、

馬
祖
跡
蹟
入
滅
。
得
舎
利
、
蔵
於
藪
山
」
と
あ

っ
て
、
馬
祖
は
宝
峯
院
で
入
寂
し
た
と
す
る
。
馬
祖
の
示
寂
後
、
彼

の
禅
は
洪
州
開
元
寺

岡

や
理
所
よ
り
も
、
渤
潭

に
お
い
て
こ
そ
保
持
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
考
え
る
と
き
、
晩
年
こ
の
地
に
住
し
て
い
た
と

い
う
推
定
は
か
な
り
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の
信
愚
性
を
持

つ
し
、

「
洪
州
開
元
寺
石
門
道

一
禅
師
塔
碑
銘
井
序
」
と
い
わ
れ
て
、

石
門
の
名
が
冠
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

納
得
で
き
る

の
で
あ
る
。

こ

の
晩
年
に
従

っ
た
人
と
し
て
は
、

貞
元
初
に
章
敬
懐
暉

(七
五
六
ー
八

一
五
)、

貞
元
中
に
杭
烏
山
智
蔵

(
七
四

一
-
八

一
九
)
が

い
る
。

㈱

石
門
清
噴

の
境
を
宴
黙
終
焉

の
地
と
決
め
た
馬
祖
は
、
貞
元
四
年
二
月
庚
辰
、
映
坐
し
て
入
滅
し
た
。
遺
体
は
茶
砒

に
ふ
さ
れ
、
石
門

山
に
葬
ら
れ
た
。
貞
元
七
年

(七
九

一
)
に
塔
が
建
ち
、

権
徳
輿
が

『
碑
銘
井
序
』
を
書

い
た
。

元
和
中
(八
〇
六
-

八
二
〇
)
、
大
寂
禅

働

師
と
誰
さ
れ
る
。
『
宋
高
僧
伝
』
は
、
丹
陽
公
信
包
が
碑
を
作

っ
て
記
述
し
た
こ
と
を
伝
え
る
が
、
そ
の
碑
は
今
に
伝
わ
ら
な
い
。

註

⑩

『禅
宗
史
研
究
』
三
八
〇
頁
。

σ

『
景
徳
伝
灯
録
』
巻

三
、
達
磨
章

に

「
復
演
八
偏
。
皆
預
識
仏
教

隆
替
鑛

黙

伝
」
と
あ
る
。

②

『
祖
堂
集
』
巻

二
、
達
摩
章
。

㈲

『
四
川
通
』
巻

三
十
八

「
寺
観

「
」
成
都
府
什
方

県
の
条

に
い
う
、

「
羅
漢
寺
在
県
東
。
唐
中
宗
景
龍
三
年
建
、
為
馬
祖
出
家
処
」
。

㈲

『
禅
宗
史
研
究
』

三
七
九
頁
。

⑤

『
宋
高
僧
伝
」
巻
十
九
、
無
相
伝

に

「
以
開
元
十
六
年
涯
東
漠

、

至
干
中
国
到
京
」
と
あ

る
。

⑥

『
歴
代
法
宝
記
』
(
禅

の
語
録

3

「
初
期

の
禅

史
H
」

一
四

二
頁
)
。

⑦

『
唐
尚
書
省
郎
官
石
柱
題
名
考
』
巻

二
十
六
。

㈲

『
初
期
禅
宗
史
書

の
研
究
』

三
三
九
頁
。

⑨

沖
本
克
己

「
『
馬
祖
語
録
』

に
つ
い
て
」
(
『
花
園
大
学
研
究
紀
要

』

第
十
五
号
、
四

一
頁
)

①

『
禅
宗
史
研
究
』

三
九

一
頁
。

⑫

「
洪
州
開
元
寺

石
門
道

一
禅
師
塔
碑
銘
井
序
」

に

「
至
七
年
而
功

用
成

」
と
あ
る
。

　⑬

『
宋
高
僧
伝
』
巻
十

(
T
五
〇

ー
七
六
六

c
)
。

αの

鈴

木

「
江
西
に
お
け

る
馬
祖
と
そ

の
門
下
」

(
印
仏
研
』
28
巻

一

号
)

に
既

に
指
摘

さ
れ

て
い
る
。

㈹

こ
の
説
は
、
宇
井

『
禅
宗
史
研
究
』

(
三
七
八

-
三
八

一
頁
)
が

初
出

で
、

石
川

「
馬
祖
禅
形
成

の

一
側
面
」
も

こ
の
説
を
取

っ
て
お

ら
れ
る
。

⑯

『
四
川
通
志

』
巻

三
十
八

に
い
う
、
「
馬
祖
寺
左
県
東
南
四
十
里
。

寺
有

馬
祖

霊
骨
塔
。
高
丈
六
尺
。
又
名
承
天
寺
。
」

00

石
川

「
馬
祖
禅
形
成

の

一
側
面
」

⑱

李
華
撰

「
荊
州
南
泉
大
雲
寺
故
蘭

若
和
尚
碑
」
(
『
文
苑
英
華
』
八
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六
〇
、
『
全
唐
文
』
三

一
九

)。

塚
本
善
隆

「
南
嶽
承
遠
伝

と
そ

の
浄

土
教
」
(
『
東
方
学
報
』
京

都
二
冊
)

に
詳

し
く
伝
が
述

べ
ら
れ

て
い

る
。

⑲

『
祖
堂
集
』
巻

三
、
『宋
高
僧
伝
』
巻
九
、
『
伝
灯
録
』
巻
五

の
懐

譲
伝

に
言
う
と

こ
ろ
。

⑳

石
川

「
馬
祖
禅
形
成

の

一
側

面
」
に
既

に
指
摘

さ
れ
引
用

さ
れ

て

い
る
。

⑳

碑
銘

に
は
元
和
十
八
年
と
す
る
が
、

元
和

は
十

五
年

ま
で
で
あ

る
。

『仏
祖
歴
代
通
載
』
巻
十
三

(
T
四
十
九

ー
五
九

五

c
)

に
、
元
和

十
年

と
あ

る
。
今

こ
れ

に
従
う
。

⑳

椎
名
宏
雄

「
『
宝
林
伝
』
巻
九

、
巻

十
の
逸
文
」

(駒
大
宗
学
研
究

二
十
二
号
、
昭
和

55
年
)
。

同

「
『
宝
林
伝
』
逸
文

の
研
究
」
(駒

大
仏

教
学
部
論
集

10
号
、
昭

和
55
年
)
。

㈲

懐
譲

の
史
伝
と
そ

の
思
想

の
問
題
に

つ
い
て
は
、
柳

田

「
新
続
灯

史

の
系
譜
叙

の
二
」
(
『
禅
学
研
究
』
60
号
、
昭
和

56
年
)

に
詳

し
い
。

⑳

椎
名

、
前
掲
論
文
。
「
宝
林

伝
、
時
有
坦
然
禅
師
、
観
譲
嵯
歎

、
及

命
譲
遊
嵩
山
観
安
禅
師
。
問

日
、
汝
何
至
此
。
譲

日
、
礼
拝
和
尚
。

師
日
、
汝
須
蜜
作
用
。
譲

日
、
何
者
是
密
作
用
。
安
更

不
言
、
開
眼

合
眼
。
譲
於
言
下
、
諮
然
契
悟
。
」

⑳

嵩

山
安
和
尚
。
昔
譲
和
尚
与
坦
然
禅
師
在
荊
州

玉
泉
聴
律
。

二
人

共
相
謂
言
、
我
聞
禅
宗
最
上
仏
乗
、
何
必
局
此
小
宗
、

而
失
大
理
。

　て
こ

遂
乃
雲
遊
博
問
先
知
。
至
嵩
山
宗
和
尚
処
問
、
如
何
是
祖
師

西
来
意

旨
。
師
云
、
何
不
問
自
家
意
旨
、
問
他
別
人
意
旨
作
什

腰
。
問
、
如

何
是
坦
然
意

旨
。
師

云
、
汝
須
密
作
用
。
問
、
如
何
是
密
作
用
、
伏

請
指
示
。
師
挙
視
之
。

二
人
当
時
大
悟
。
(
T
四
十
八

ー
九
四
〇

c
)

㈲

『
景
徳
伝
灯
録
』
巻

六
、
馬
祖
章

の
割
注
。

勧

柳

田

「
馬
祖
禅

の
諸
問
題
」
(
『
印
仏
研
』

17
巻

一
号
)
。

㈱
　

『
祖
堂
集
』
巻

四
、
薬
山
章

(
I

i
珊
)
。

⑳

沖
本

「
『
馬
祖

の
語
録
』

を
め
ぐ

っ
て
」
(
『
禅
文
化
』

一
=

一号
、

昭
和

59
年
)

㈹

『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
六
、
紫
玉
山
道
通
伝

に
も

「
唐

天
宝
初
、
馬

祖
關
化
建
陽
居
仏
　
巌
、
師
往
謁
之
。
尋
遷
於
南
康

聾
公

山
、
師
亦

随
之
」
(
T
五
十

一
ー
二
四
八

c
)
と
あ
る
。

㈹

徳
輿

の
碑
銘

は
建
陽

の
こ
と
を
い
わ
な
い
が
、

「
嘗
禅
諦
於
撫
之

西
裏
山
、
又
南
至
干
慶

之
聾
公
山
」

と

い
う
。
撫
州

は
江

西
省
臨
川

県
治

の
地
方

で
、
慶

州
は
江
西
省
韓
県
治
で
南
康
県

を
含

む
地
域

の

こ
と
。

㈱

『
宋
高
僧
伝
』
巻
十

一
、
明
覚

伝
に
言
う
、

「聞
道

一
禅
師
於
仏

跡
嶺
行
禅
法
、
往

造
焉
。
遂
依
投
剃
染
」
(
T
五
〇

ー
七
七
四
b
)
。

㈱

鈴
木

「
江
西

に
お
け
る
馬
祖
と
そ

の
門

下
」

に
既

に
指
摘

さ
れ

て

い
る
。

鋤

『
宋
高
僧
伝
』
巻
十
、

『
伝
灯

録
』
巻

七
の
西
蔵
伝

で
は
、
元
和

九
年
四
月
八
日

の
帰
寂

で
、
寿

八
十
、
騰

五
十

五
と
す

る
。
従

っ
て

七
三
五

ー
八

一
四
年

の

一
生
と
な
る
。

㈹

『
伝
灯
録
』

の
西
蔵
伝
で
は
、

八
歳

の
と
き
仏
　
巌

で
大
寂

に
参

礼

し
た
と
言
う
が
、
鈴
木
前
掲
論
文

で
は

「
西
堂
が
建
陽

に
学

ん
だ

と
す
る

に
は
、
年
齢
的

に
若
す
ぎ
る
。

…
…
西
堂

を
初
期

の
弟
子
と
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み
よ
う
と
す
る
強
調
が

う
か
が

わ
れ

る
」
と
さ
れ
る
。

㈲

『
輿
地
紀
勝
』
巻

三
十
二

「
鞍
州
」

で
は
、
馬
祖

は
鞍
県
に
あ
る

馬
祖
巌

に
駐
錫
し
た
と
す
る
。
聾
公
山

に
つ
い
て
は
、

「
輯
県
北

一

百
八
十
里

に
在
り
。

…
…
隠

士
聾
毫
有
り

て
此

に
栖
舎
す
。
因

っ
て

以

て
名
つ
く
」
と
あ

る
。

㈲

朱
烹

は
父

の
代
に
徽
州
務
源

よ
り
建
州
建
陽

に
移
り
、
そ

こ
で
生

ま
れ

る
が
、

『
宋
史
』
四
二
九

の
朱
烹
伝

に
は
徽
州
務
源

の
人
と
す

る
。
従

っ
て
斐
謂
も
河
東
聞
喜

の
人
と
し

て
よ
い
。

33

『
輿
地
紀
勝
』
巻

三
十
二

「
仙
釈
、
大
覚
禅
師
」

の
項

に

「
観
察

使
斐
冑

・
齊
映

・
斐
堪

の
礼
す

る
所
と
為

る
」
と
あ

る
。

鋤

『
旧
唐
書
』

一
〇

〇
、
斐
寛
伝
、

「
景
雲
中
、
為
潤
州
参
軍
、
刺

史
章
銑
為
按
察
使
、

引
為
判
官
、
清
幹
善
於
剖
断
、
銑
重
其
才
、
以

女
妻
之
し
。

㈹

李
華

「
潤
州
鶴
林

寺
故
径
山
大
師
碑
銘
」

(
『全
唐
文
』

巻

三

二

〇
)
、
「
開
元
中
、
本
寺
僧
法
密
、
請

至
京

口
。
潤
州
刺
史
章
銑
、
漉

掃
鶴
林
、
斯
焉
供
養
」
。
『宋

高
僧

伝
』
巻
九

の
玄
素
伝

に
も
見

え
る
。

㈲

原
文

は

「
虎
州
」
と
あ
る
が

「
慶
州
」
が

正
し
い
。

㈲

陳
西
省
乾
県
の

地
も

乾
州

と
い
わ
れ

た
が
、

こ
の
地

は

乾
符
初

(
八
七

四
)

に
設
置
さ
れ
た
も

の
で
、
馬
祖

の
時
代

に
あ

わ
な
い
。

㈲

鎌
田
茂
雄

『
禅
源
諸

鐙
集

都
序

』
(
『禅

の
語
録

9
』

三
五
七

-
八

頁
)
。

㈲

新
開
寺

の
他
に
、
禅

山
寺

・
仏
興
寺
が
あ

る
。

㈲

鈴
木

「
江
西

の
禅
宗

の
推
移

(
上
)
」

(愛
知
学
院
大
学
禅
学
研
究

所

『
禅
研
究
所
紀
要

』
第

十
号
)
。

㈹

『
旧
唐
書
』

一
四
六
、
『新
唐
書
』

一
七

二
。

㈲

『
旧
唐
書
』

=

一五
、
『
新
唐
書
』

一
五

二
。

㈲

三
司
使
、
準
式
以
御
史
中

丞
、
中
書
舎
人
、
給
事
中
各

一
人
為
之
、

毎

日
於
朝
堂
受
詞
、
推
勘
処
分
。
建
中

二
年
、
罷
刷
定
格
令
使
井

三

司
使
。
先
是
、
以
中
書
門
下
充
制
定
格
令
使
、

又
以
給
事
中
、
中
書

舎
人
、
御
史
中
丞
為
三
司
使
。
至
是
中
書
門
下
奏
請
復
旧
、
以
刑
部
、

御
史
台
、
大
理
寺
為
之
、
其
格
令
委
刑
部
剛
定
。

㈲

『
旧
唐
書
』
巻
十

二

「
徳
宗
上
」
、
貞

元
元
年
夏
四
月

の
条

。
「
都

岳
観
察
使
李
謙
為
洪
州
刺
史
、
江
西
都
団
練
観
察
使
」
。
『
全
唐

文
』

『
権
載
文
文
集
』
が

「
貞
元

二
年
」
と
す

る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

㈹

鈴
木

「
江

西
の
禅
宗

の
推
移

(
上
)
」

(愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所

『
禅
研
究
所
紀
要
』
第
十
号
、

一
九

六
頁
)
。

⑪

『
文
史
』
第
十

四
輯
所
収
、
陳

柏
泉

「
馬
祖
禅
師
石
函
題
記
与
張

宗

演
天
師
墳
記
」

に
よ
れ
ば
、
馬
祖
禅
師
舎
利

石
函
が
、

一
九
六
六

年

に
靖
安
県
宝
峰
寺
馬
祖
禅
師
大
荘
巌
塔
地
宮
内

よ
り
出
土
し
、
そ

の
石
函

題
記
が

次

の
よ
う

に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

「
維
唐
貞

元
七
年

歳
次
辛
未

七
月
庚
申
朔
十
七
日
景
子
、
故
大
師
道

一
和
上
黄
金
舎
利

建
塔
干
此
地
。
大
師
貞
元

四
年

二
月

一
日
入
滅
。
時
洪
州
刺
史
李
兼
、

建
昌
県

令
李
啓
、
石
門
法
林
寺
門
人
等
記
。」

働

『
新
唐
書

』

一
四
九
、
『
全
唐
詩
』

二
〇
五
、
『
唐
詩
紀
事
』
四
十
、

『唐

才
子
伝
』
三
。
字

は
幼
正
、
天
宝
六
年

(
七
四
七
)

の
進
士
。

大
暦
十
二
年

(
七
七
七
)

四
月
、
元
載
に
坐
し
て
嶺
南

に
財
さ
れ
た

が
、
劉
曇

(
七

一
六
1
七

八
〇
)

の
奏

起

に
よ

っ
て
沐
東
両
税
使
と

な
り
、
諸
道

の
塩
鉄
軽
貨
銭
物
使

に
充

て
ら
れ
、
刑
部
侍
郎
よ
り
秘
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書

監
と
な
り
、
丹
陽
郡
公

に
封
ぜ
ら
れ
た
。

元
載

は
斐
謂
を
疎

ん
で

慶

州
刺
史

に
既

し
た
人
物
。

こ
の
元
載

と
包

借
は
仲

の
よ
い
間
柄

で

あ

っ
た
と
い
う
。
馬
祖
と
包
信

の
関

係
に

つ
い
て
は
よ
く
分

か
ら
な

い
。

〔補
注
}

○
開
元
寺

に
つ
い
て
は
、
玄
沙
師
備
が
成
通
五
年

(
八
六
四
)

に
鍾
陵

開
元
寺

に
詣

り
、

具
足
戒

を
受
け

て
い
る

(
『唐

福
州
安

国
禅

院
先

開
山
宗

一
大
師
碑
文

』

玄
沙
広
録
所
収
)
。

ま
た

『
宋
高
僧
伝

』
巻

三
十

に
は
、
唐

洪
州
開

元
寺
棲
隠
伝
が
あ
る
。
本
文

に
は
彼
が

い

つ

開
元
寺

に
住
し
た
か

の
明
記

は
な
い
が
、

「
同
光

二
年
、

洪
井

(洪

州
)

に
於

て
鍾
鹿

(河
北
省
)

の
魏
仲
甫
と
邊
遁
し
、

文
道

を
以
て

相

い
善
し
。
後
唐

の
天
成
中

(
九

二
六

1
九
三
〇
)

に
卒
す
」

と
あ

り
、
同
光

二
年

(
九
二
四
)
頃

に
は
洪
州
開
元
寺
に
住
し
て
い
た
と

考

え
ら
れ
る
。

一
方
、
『江

西
通
志
単
巻

コ

ニ

、
「寺

観

一
」
の
開

元
寺

の
後
身
と
さ
れ
る
佑
清
寺

の
条

に
は
、
大
中

の
間

(
八
四
七
ー

八

五
九
)

に
火
災

に
あ
い
、
南
平

王
鍾
伝

(
?

1
九
〇
六
)
が
再
建

し
て
上
藍
院
と
し
て

い
る
。

こ
こ
に
住

し
た
上
藍
令
超

は
大
順
元
年

(
八
九
〇
)

に
寂
し
て

い
る
。
玄
沙
が
具
戒
し
た
鍾
陵

開
元
寺
は
、

大
中

の
間

に
焼
け
た
も

の
を
再
建

し
た
も

の
で
あ
り
、
以
後

ま
た
焼

け
、
そ
れ
を
鍾
伝
が
再
建
し
た
と
考
え
れ
ぽ
、

つ
じ

つ
ま
が
合
う
が
、

棲
隠

の
住

し
た
洪
州
開
元
寺
は
、

上
藍
院
と
な

っ
た
後

の
よ
う
で
、

こ
の
場
合
、
上
藍
院
と
洪
州
開

元
寺

は
別

の
寺

で
あ
る
と
考
え
ざ
る

を
得

な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
馬
祖
が
開
元
寺

に
名
を
隷

し
た
ま
ま
で
、

理
所

(
馬
祖

の
道

場
で
あ

っ
た
所
)

で
開
法

し
て
い
た
が
た

め
に
、

後

に
そ

こ
が
開
元
毒
で
あ
る
と
誤
解

さ
れ
、
も
と

の
開
元
寺

の
場
所

は
見
失

わ
れ
て
し
ま

っ
た
と
す
る
推

理
を
裏
付
け

る
も

の
と
な
ろ
う
。


